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はじめに 
 

◇ガイドブックの位置づけ 

札幌市では、平成 15 年 2 月「札幌市生活環境の確保に関する条例」を施行し、事業活動において環

境への負荷が特に大きい一定規模以上の事業者に対して、『環境保全行動計画』、『自動車使用管理

計画』を策定し、実施状況を報告することを義務付けるほか、条例の対象とならない事業者について

も、自主的に環境に配慮した事業活動を実施することを求めています。 

札幌市では、事業者の皆さんの環境負荷削減の取組を支援するため、環境保全への取組の事例を

『サッポロＥＣＯメニュー～事業者のための環境活動ガイドブック～』として紹介することとし、各

業種の特性を反映した具体的な取組を紹介できるように、事業者、業界団体、学識経験者などから構

成される策定検討会及び検討部会での議論を経て、業種・業態別に作成しました。 

本ガイドブックは、『環境保全行動計画』及び『自動車使用管理計画』の策定ガイドライン「環境

保全行動計画作成マニュアル」、「自動車使用管理計画に係る様式記入要領」に付随する行動マニュ

アルとしての位置づけに加えて、事業者の皆さんの自主的な環境配慮活動の実施及び計画の策定を支

援するガイドブックとしても位置づけています。 

 

◇ガイドブックの構成と使い方 

この冊子は、各事業者の方々が環境行動の取組内容を検討される際の参考となるよう、事例等を踏

まえた具体的な取組項目例を業種・業態別に紹介するものとして構成しています。 

 

Ⅰ編
取組の考え方

Ⅰ編
取組の考え方

Ⅱ編
具体的な行動事例

Ⅱ編
具体的な行動事例

事業活動における環境配慮の必要性や、事業活動と環境影響の関連
性、計画的に環境保全行動に取り組む場合の手順や体制の構築例を
示しています。

業種の特性に応じた具体的な環境保全の取組を紹介しています。

「環境保全行動計画」の基本的事項「４　行動計画」の作成にあたって、具体的取組を検討する際の参考として
いただくほか、自主的に環境に配慮した事業活動を実施する場合の取組項目の検討に役立ててください。

「環境保全行動計画」の作成はもちろん、計画的に環境に配慮した事業活動を実施していく場合の参考資料と
してご使用ください。

 

 

＜環境保全行動計画を作成する場合・計画的な環境配慮の事業活動の実施を検討する場合＞ 

Ⅰ編　取組の考え方

環境保全行動計画作成マニュアル作成例等

Ⅰ編　取組の考え方

環境保全行動計画作成マニュアル作成例等

環境管理の枠組み構築の参考として

Ⅱ編　具体的な行動事例　Ⅱ編　具体的な行動事例　

自社で取組可能な環境配慮活動の検討の参考として
 

＜環境に配慮した事業活動の具体的な取組事例を参考としたい場合＞ 

Ⅱ編　具体的な行動事例Ⅱ編　具体的な行動事例

自社で取組可能な環境配慮活動の検討の参考として

業種・業態として考えられる主な環境配慮活動を網羅しています。
取組可能と思われるものから、一つでも取り組んでいくことが望
まれます。

 

注）本書内で用いられる環境用語等については、資料編（100 ページ）の【環境用語関連】のサイトを参照ください。 
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Ⅰ編 取組の考え方 

１．環境に配慮した事業活動の必要性 

１．環境に配慮した事業活動の必要性 

 

事業者が環境に配慮した事業活動に取り組むためには、事業者のトップがその必要性を認識し組織

全体に対してその意志を明確に伝えていくことも重要ですが、それと同時に、実際の行動を担うス

タッフも、その必要性や目的をしっかりと認識することが必要です。特に、医療機関においては、そ

の事業活動の本質や組織構成の複雑さから、一般的な事業者とは若干異なった環境配慮活動へのアプ

ローチが必要となります。 

そこで本章では、「なぜ今、医療機関において環境に配慮した事業活動が必要か」について説明し

ます。 

１－１ 深刻化する地球環境問題                          

今日、重要課題とされている環境問題は、国境を越えて地球規模にまで影響を与えるのが特徴で、

国家、地域、主体の枠を超えて、有効な対策を実施することが求められています。 

製品の製造、サービスの提供、輸送や販売、消費者の利用などの事業活動は、多様な形で環境に影

響を与える恐れがあり、環境問題が深刻化する中、事業者を取り巻く社会的な状況は大きく変化しつ

つあります。特に、環境関連法規制の急激な増加や、社会的責任としての環境配慮活動への要求が高

まっており、事業者の環境面における責任は拡大する傾向にあります。 

 

図１ 事業者と環境の関連性にかかる近年の動向 

環境問題の深刻化 相次ぐ事業者の不祥事

循環型社会形成推進基本法の施行
各種リサイクル法の制定
廃掃法の改定、強化

環境関連法規制の急激な増加

従来の「規制値遵守型」から

「多様な環境リスクの回避」へ 事業者の社会的責任の拡大

事業活動の透明化に対する
市民の要求の高まり

食品の安全性、不法投棄、

不正隠蔽・・・

事業者の環境に対する責任は拡大

 

 

１－２ 医療機関における環境配慮の必要性                     

医療機関においては、適切な診療環境を維持するために、大量のエネルギーを使用しています。ま

た、医療の高度化が進み、多様な医療器具・医療用具が開発、使用されていますが、それに伴って医

療機関から発生する廃棄物の種類や排出量が増加しており、現場での分別、適正処理の困難さが増す

とともに、処理費の増加にもつながっています。 

一事業者として医療機関をみた場合、エネルギーを大量に消費し、処理の難しい廃棄物を排出する

環境負荷の大きなサービス業と捉えることができ、これらの環境負荷を低減していくための取組を進

めていくことが各医療機関に求められます。 
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Ⅰ編 取組の考え方 

１．環境に配慮した事業活動の必要性 

図２ 医療機関における主な環境影響 

 

 

■施設・設備でのエネルギー使用と省エネルギーの必要性 

病院施設においては、滅菌処理や空調管理等に多大なエネルギーを消費しています。なかでも蒸気、

給湯の使用量が多く、一般的に熱消費量が大きい業種と言われています。特に、規模の大きな医療機

関では、床面積あたりのエネルギー消費量が業種別で最も大きいとの調査結果があります。 

 

図３ 第二種エネルギー管理指定工場相当以上施設の業種別エネルギー消費原単位 

 

 
※第二種エネルギー管理指定工場：年間使用燃料が原油換算 1,500ｋｌ以上の工場・事業場。 

 

出典：「平成 15 年度ビルのエネルギー使用に係る実態調査」（（財）省エネルギーセンター） 

 

そのため、燃焼機器の効率の確保、蒸気漏れ対策、配管系からの熱損失防止といった取組が、省エ

ネルギー対策として重要となります。 

また、フルタイムで稼働する設備機器等が多いことから、夜間のエネルギー消費量が他の業種に比

べて大きいことも特徴であり、夜間におけるエネルギー消費状況を把握して、施設の稼働時間や周辺

環境について再検討することも有効です。 
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Ⅰ編 取組の考え方 

１．環境に配慮した事業活動の必要性 

■医療行為等に伴う多様な医療資材の使用と廃棄物抑制に向けた取組の必要性 

医療の高度化により、医療資材は金属やガラス製の単純なものから、プラスチック製のものや複合

素材で製造されたもの、さらには電子化されたものなど、加熱滅菌に適さない素材や複雑で汚染を

拭ったり分別してリサイクルすることが難しいものへと、その形態が変化してきています。これに

伴って、医療資材においては感染性を除去しリユースすることが困難となってきており、近年におい

ては、感染性のリスクを低下させる目的からディスポーザブル（使い捨て）の医療資材の利用が主流

となっています。 

しかし、ディスポーザブル製品の利用は、医療機関における廃棄物の発生を増加させることになり、

また、医療資材の多様化は、分別作業を困難にしており、資材の再生利用を妨げる一因となっている

と言われています。このように、環境の側面からみた場合、医療資材を取り巻く状況は多くの課題を

抱えるようになってきていると言えます。 

札幌市内における医療機関の産業廃棄物の排出・再生処理実態をみると、年間排出量は「感染性廃

棄物」が最も多く 3,748 トン（38.7％）、次いで「廃プラスチック」が 3,109 トン（32.1％）と続い

ていますが、それぞれの再生利用量は 46 トン（排出量の 1.2％）、532 トン（同 17.1％）と、低い

結果となっています。 

また、他の産業の再生利用率と比較してみると、「廃酸」、「廃アルカリ」では他産業よりも高い

再生利用率となっていますが、排出量の多い「廃プラスチック」をはじめ、「ガラス・コンクリー

ト・陶磁器くず」などは、全産業に比べ再生利用が進んでいないことが見てとれます。 

 

図４ 札幌市内の医療機関における廃棄物排出・再生利用実態 
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出典：「札幌市産業廃棄物実態調査業務（平成 15 年度）実績報告書」（平成 17 年 3月、札幌市）より作成 
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Ⅰ編 取組の考え方 

１．環境に配慮した事業活動の必要性 

感染性廃棄物の再生利用率が低いことは性質上避けられないと考えられますが、排出量の多い

「廃プラスチック」、「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」において産業全体と比べ再生使用率が

低いことから、特にこれらの種類の廃棄物の適正処理、再生利用が今後の医療機関における環境配慮

の一つの方向性と言えます。 

医療資材の再生利用には、複合材質のものが多いこと、処理側に受入に対する抵抗感があること、

保管場所の確保が困難なことなど、数多くの課題が残されていると言われていますが、医療機関にお

いては、まず、「できるだけ再生利用可能な製品を使うよう、購入時によく検討する」、「再生利用

可能なものは適切に分別を行い、正しいリサイクルルートに乗せる」といった取組に出来る範囲で取

り組んでいくとともに、業界団体などが先頭に立ち、行政などと協力しながら、メーカーに対しリサ

イクルの容易さなど環境に配慮した医療資材を開発するよう要請していくことが期待されます。 

 

■医療機関における環境配慮の方向性 

このような一般的な環境配慮の考え方に加え、医療機関においては、もう少し大きな視点から環境

配慮活動を捉えていくことも必要となります。 

環境問題は、直接的、間接的に人の生命や健康に対して悪影響を及ぼすものです。その人命や健康

の維持改善、生活の質の向上などが使命となる医療機関において、生活の基盤となる地球環境の保全

は、単なる社会貢献に留まらず、医療経営の本質にも関連するテーマと考えられます。 

また、一般的に同じ病気であれば症状が軽いほど治療期間も短くて済み、診療行為に関する環境負

荷も低減されると考えられることから、本来業務の効率化を図り、患者に対してより適切な診療、ケ

アを実施して早期の健康回復を実現し、また患者自身が予防に努めるよう意識啓発を図ることが、そ

のまま医療機関にとっての環境配慮活動になると考えることもできます。 

医療機関においては、環境配慮活動を省エネ行動やごみの分別といった直接的なものだけという捉

え方をせず、医療行為そのものが環境配慮活動に直接的につながっていると考え、スタッフ全員がそ

ういった意識を持って日々の業務に携わっていくことが望まれます。 

 

図５ 医療機関における環境配慮の方向性 
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Ⅰ編 取組の考え方 

１．環境に配慮した事業活動の必要性 

１－３ 医療機関における環境配慮活動の推進体制                  

医療機関において、環境配慮の取組を推進していく上で最も重要なことの一つに、推進体制の整備

が挙げられます。 

医療機関においては、医師、看護師など直接的に医療行為に携わる診療・看護部門等の他、施設管

理や情報管理等を含む事務部門のスタッフがいます。 

さらに、食堂や売店といった常時駐在している委託業者なども、環境配慮を進めていく上では協力

が不可欠と言えます。もちろん、納品等で出入りする業者についても、可能な範囲で協力してもらえ

るよう理解を求めていくことが重要です。 

入院患者や外来患者に対しても、組織的に環境配慮に取り組んでいることを伝え、趣旨を理解して

もらい、状況によっては協力してもらうといったことも考えていく必要があります。 

このように医療機関では、多様な構成員が活動を行なっており、組織が一体となって取組を行なっ

ていくためには、それぞれの役割と責任を明確にし、共通の意識を持って進めていくことが重要とな

ります。 

 

図６ 医療機関における環境配慮活動の役割分担 

 

 

もちろん、医療機関において優先されるべきは、人の命や健康でありそれを守る適切な診療環境で

あるため、環境配慮の取組を進めるために医療行為の質を犠牲にするようなことはできません。 

安全・安心な診療環境が確保されていることを前提として、そのなかでエネルギーのロスが発生し

ている箇所の改善や、リユースタイプの用具・器具の導入、適切な分別・リサイクルといった環境配

慮を検討していくことが求められます。 

どの程度まで環境配慮を行なっていくかは、費用対効果や感染リスクマネジメント、業務の効率性

など関係する多様な要素を考慮した上で判断していくことになります。ただ、いずれにせよ、組織全

体で環境配慮に積極的に取り組んでいくという明確な指針を示し、継続的に構成員の意識を啓発して

いくことが重要であり、これにより環境配慮を意識した行動が促進されると考えられます。 

特に、経営全体に関する権限を持つ理事長や院長などの経営層トップや、現場での実質的な権限を

有する医師らが率先して環境配慮を意識し、業務活動における一つの視点としていくことが、組織全

体で取組を進めていく上で非常に重要なポイントとなります。 
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Ⅰ編 取組の考え方 

１．環境に配慮した事業活動の必要性 

１－４ 環境コミュニケーションの意義                       

環境配慮活動を実施するだけではなく、それをツールとして様々な主体と相互に情報交換を行う環

境コミュニケーションが、近年注目を集めています。自社の商品（製品）、サービスの情報と同様に、

環境に関する情報を積極的に発信することにより、その主体との情報交流の促進が期待できます。情

報交流のチャンネル・機会が増えることは、自社のＰＲをするためにも、消費者のニーズをくみ取る

ためにも利用でき、経営面での活用も期待されます。 

 

図７ 環境コミュニケーションによる多様な主体との交流 

消費者

行政

地域住民

政治

取引先企業
子会社

ＮＧＯ、研究者、
マスメディア等

株主、投資家、
金融機関等

企　業

環境マネジメントシステム

＜環境情報の開示＞
○環境広告（テレビ、新聞、雑誌等）
○環境報告書
（環境会計、環境パフォーマンス評価等）
○ホームページ

＜製品・サービスの供給などの事業活動＞
（原料調達、製造、輸送、販売、製品等の回収）

＜企業内での環境保全への取り組み＞
社内の環境教育・意識向上、環境面からの業績評価

グリーン購入
情報の報告

規制調査・分析、意見提案

地域説明会

現場見学会
サイトレポート

セミナー
情報の開示

グリーン購入
アンケート、意見提出

グリーン調達、輸送

政策決定

グリーン投資、融資

 

出典：「平成 12 年版環境白書」（環境省）を一部修正 

 

医療機関においては、スタッフを対象とした内部コミュニケーションと、患者やその家族等、ある

いは院内に常駐する委託業者や物品の搬入等を行う出入り業者など、外部の関係者を対象とした外部

コミュニケーションを中心に取組を実施していくことが望まれます。 

内部コミュニケーションについては、院内での環境配慮活動を円滑かつ効果的に行うため、環境配

慮活動の必要性といった理念的なものから、個別のスタッフにおける具体的な環境配慮の取組まで環

境教育を行い、スタッフの意識の統一を図るだけでなく、意見交換などを通じて取組の改善点を抽出

したり、新しい環境配慮の取組を考案したりといった、スタッフ側のアイディアを汲み取るような、

双方向でのコミュニケーションを行っていくことが大切です。研修やミーティングといった時間を有

効に活用して、スタッフが一丸となって知恵を出しあい、継続的な改善が行われるようなコミュニ

ケーションを行える環境を整備していくことが期待されます。 

また、外部コミュニケーションは、環境配慮の取組を広くアピールするとともに、患者や取引業者

へ協力要請を行う、あるいは逆に環境改善に関する意見をもらうなどといった取組が中心になると考

えられます。 

環境へ積極的に取り組んでいることを院内掲示等で示し、来院者の理解を求めるとともに、ごみの

分別など来院者にも協力してもらいたい取組については看護師らスタッフが直接呼びかけるなど、積

極的に情報を伝えていく姿勢が期待されています。
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Ⅰ編 取組の考え方 

２．事業活動と環境影響 

２．事業活動と環境影響 

 

事業活動と地球環境、地域環境、生活環境の間には深い関わりがあり、事業活動が周囲の環境に

様々な影響を与えていることが考えられます。 

医療機関の事業活動がどのような環境に影響を与えているのか、代表的なものを下図に示します。 
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Ⅰ編 取組の考え方 

３．環境に配慮した事業活動の効率的な推進のために

３．環境に配慮した事業活動の効率的な推進のために 

 

ここまでは、医療機関における環境配慮活動の必要性やポイント、代表的な環境影響について述べ

てきました。ここでは、環境影響に対して具体的な取組を行なっていく上で有効となる「環境マネジ

メント」について、その取組手順や望ましい体制等を説明します。「環境マネジメント」の考え方は、

環境保全行動計画の策定にあたっての基本となるのはもちろん、経営的な視点からある取組を計画的

に実施、管理していく上で有効なプロセスや体制の一つのあり方を示しています。ここでは、前述し

た医療機関の特殊性を踏まえて、現実的なプロセスや体制を掲示します。 

 

３－１ 環境に配慮した事業活動への取組手順                    

環境マネジメントは、経営面における取組であることから、経営層による意思決定がその出発点と

なります。環境配慮活動自体は、各部門における具体的な取組や、環境意識の高いスタッフの行動な

どによっても実践することが可能ですが、より計画的かつ総合的に取組を進めるためには、経営層の

トップダウンによる全スタッフへの明確な意思伝達が不可欠となります。 

この経営層による明確な経営判断を契機として、具体的な取組と役割分担、責任の所在などをすべ

て明確にし、スタッフに周知徹底することが、環境マネジメントシステムの構築の基本となります。 

 

図８ 環境マネジメントシステム構築の取組手順とポイント 

経営層による判断（決定）経営層による判断（決定）

環境管理組織・責任者の決定環境管理組織・責任者の決定

自社の事業活動分析自社の事業活動分析

環境配慮活動の決定環境配慮活動の決定

環境配慮活動の実施環境配慮活動の実施

環境保全行動計画における計画立案、実施、見直し、継続的改
善の方法等については、環境保全行動計画作成マニュアル等を
参照してください。

環境保全行動計画における計画立案、実施、見直し、継続的改
善の方法等については、環境保全行動計画作成マニュアル等を
参照してください。

１．従業員一丸になって取り組むことを宣言する

　　（経営層による取組の宣言）

２．誰がどのような責任を負うかを明確にする

　　（管理体制の整備と責任の付与）

３．何のためにどんな取組を行うかを明確にする

　　（取組の意義と、取り組み方の周知徹底）

■構築のポイント■環境マネジメントシステム
　構築の手順
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Ⅰ編 取組の考え方 

３．環境に配慮した事業活動の効率的な推進のために 

３－２ 環境に配慮した事業活動の実施に向けた体制のあり方             

医療機関が環境マネジメントシステムを構築し、環境配慮活動を計画的に実施していくための体制

は、専門科や規模などによって若干異なることが考えられますが、例えば以下のような組織づくりが

考えられます。 

 

図９ 環境マネジメントシステムの体制構築事例 

看護部門
環境担当者

看護部門
環境担当者

診療部門
環境担当者

診療部門
環境担当者 ■指導や報告等に責任を負う

取組の実施状況等については、各部門などで把
握・整理し、会議で報告するようにします。

取組の実施状況等については、各部門などで把
握・整理し、会議で報告するようにします。

経営者経営者 ■全体の責任者
　（理事長、院長等が担当）

■実務の運営を担当
　（各部門の環境担当者を

中心に構成）

他の看護師 他の医師

環境管理責任者環境管理責任者 ■実務部分の責任者　
　（各部門長等が担当、

複数名でも可能）

環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ担当ｸﾞﾙｰﾌﾟ環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ担当ｸﾞﾙｰﾌﾟ

環境対策に関する会議

実
態
に
応
じ
て
柔
軟
に
変
更
可
能

事務事務 検査等検査等

院内でリーダシップをとれるスタッ
フを選定することが重要

技師等事務スタッフ

（例えば・・・）

事務長 主任医師 看護師長

 

 

全体の責任者は経営層トップとなりますが、実質的な環境マネジメントの責任は経営層トップから

指名された環境管理責任者が負い、経営上の実務的な統括を行います。実務は環境マネジメントを担

当するグループ（環境マネジメント事務局）を置くのが一般的ですが、中小規模の事業者では、総務

など他の業務と兼任する場合がよく見受けられます。また、各部門に環境担当者を置くことが重要で

す。それぞれの構成スタッフに対する取組指導や情報の伝達、各部門の担当者で構成される会議での

報告、議論などを担当し、取組の実効性を高めるよう努めます。 

環境配慮行動の実行状況の確認などについては、環境マネジメント担当グループの指導により各部

門等で行い、取組の見直しに活用するとともに、経営判断指標とするため経営層に報告します。 

望ましいマネジメントシステムは医療機関の規模や内部的な事情によって異なります。既にリスク

マネジメント等の体制が整備されている場合は、そういった既存の体制をうまく活用し、実際に環境

マネジメントに取り組みながら、実態に適した体制のあり方を模索していくことが重要です。 

 

３－３ スタッフへの意識啓発、教育の重要性                     

以上みてきたように、環境マネジメントにおいては、「どんな目的で」「誰が責任を持って」「何

に取り組むか」ということを、それぞれのスタッフが一定程度理解することが重要となります。その

ためには、院内全体で取り組むことを経営層や医療現場の中心となる医師が先頭に立ってアピールし、

組織内で共通意識を持つのはもちろん、環境配慮活動に取り組む意義や、具体的な取組方法、取り組

まなかった場合のペナルティなどについて、現場レベルでスタッフの意識啓発を行なったり、教育を

する機会を設けるのが効果的です。 
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Ⅰ編 取組の考え方 

３．環境に配慮した事業活動の効率的な推進のために

意識啓発や教育の方法としては、次のような取組が有効であると考えられます。 

 

＜普及啓発、教育の方法（例）＞ 

■経営層の取組意欲の積極的なアピール

経営方針として強く環境配慮活動を進め、また経営層自ら率先して
環境配慮活動に取り組むことにより、従業員の意識と取組意欲を向
上させる。

■各種研修における環境関連教育の実施

入社研修、スタッフ研修、管理職研修など、事業者内で実施される研
修プログラムの中に、必ず環境に関する研修を取り入れることで、従
業員の意識向上を促す。

■目に触れやすい媒体でのくり返しの情報発信

ポケットブックなど携行できるものや、院内掲示やパソコンの表示な
ど、目に触れやすい媒体を用い、環境に対する考え方や具体的な
環境配慮活動などをくり返し伝える。

■通常業務の一環としての意識の植え付け

環境への取組が、業務外の余計な仕事としてではなく、通常業務の
一環として行われるよう、上手に組み込んでいくことにより、スタッフへ
の意識付けを行う。

■個々人の年度目標等の設定

各スタッフに、自己宣言で環境配慮活動に関する目標を立てさせて、
定期的な確認を行う。

■従業員の家族を対象とした普及啓発の実施

スタッフだけではなくその家族に対しても、パンフレット等を配布して
環境配慮活動を促すことにより、日常生活から環境に対する意識を
持つように促す。  

 

３－４ 委託業者や取引先の出入り業者、患者や家族等の理解醸成           

医療機関が環境に配慮した事業活動を行っていく場合、スタッフだけでなく、内部業務の委託業者

や取引先の出入り業者、入院、通院する患者やその家族、友人等の見舞客などにも取組の意図やその

効果を理解してもらい、協力を得ることで、より高い効果を得ることができます。 

 

■内部業務の委託業者や取引先の出入り業者等に対する理解醸成 

 医療機関においては、清掃、リネンサプライ、給食、検査など、多くの部門における業務（または

その一部）が効率化などの観点から外部委託されていることが多く、病院の業務活動全体において委

託業者が果たす役割は、医療機関の規模等にもよりますが、決して小さいものではないのが実情です。 

 また、常時病院内で業務を行う委託業者だけでなく、物資の搬入などを行う出入り業者などについ

ても、梱包資材の簡素化や運搬にかかる二酸化炭素の排出抑制など、環境に配慮した事業活動を行っ

ていく上で協力をお願いすることが望ましい取組が多くあります。 

 医療機関において環境配慮を進めていく上では、このような委託業者や出入り業者に対して、自ら

の医療機関としてのスタンスを明確に示し、賛同と協力を仰ぐとともに、具体的に取り組んでもらう

べきこと、取り組んでもらいたいことなどを整理し、簡潔に伝えることが重要と考えらます。 

 具体的な取組内容については、各医療機関の考え方や、協力を依頼する業者側の状況によって大き

く異なることが考えられますが、本ガイドブックなどを参考としながら、各業者の活動内容や実態を

踏まえ、取組が可能なものから協力要請を行っていき、環境に配慮した病院を目指して一緒に取り組

んでいくという意識を醸成するよう、日頃からコミュニケーションを図っていくことが大切です。 
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Ⅰ編 取組の考え方 

３．環境に配慮した事業活動の効率的な推進のために 

＜参考＞札幌市の委託業務等における業者への環境配慮要請事項 
札幌市では、事業者や指定管理者など関係先へ、ISO14001 で求められている「本市の影響力の外部関係先への行

使」を推進しています。具体的には、仕様書の中に下記のような環境配慮事項を具体的に盛り込むことで、受託者に

環境負荷低減に向けた取組を要請しています。 

 

【委託業務等における業者への環境配慮要請事項（例)】 

本業務においては、本市が取得した環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努めること。 

(1)電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

(2)ごみ減量及びリサイクルに努めること。 

(3)両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めること。 

(4)自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングストップの実施など環境に

配慮した運転を心がけること。 

(5)業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定品を使用すること。 

(6)業務に関わる従業員に対し、札幌市環境方針の理解及び業務と環境の関連について自覚を持つような研修を行うこ

と。 

(7)特定業務（設備機器の運転管理、毒物又は劇物の取扱い、特別管理産業廃棄物の保管又は処理業務）に従事する者

は、それを遂行するために要求される十分な知識及び技能を備えていなければならない。 

 

■患者・家族、友人等の見舞客に対する理解醸成 

入院患者は、より深く院内の環境配慮に関わることになるため、可能な範囲で取組に対する理解と

協力を得られるよう、入院時や日々の看護のなかで、スタッフが適切な説明や指導を行なっていくこ

とが重要となります。また、外来患者や、入院患者の家族や友人など、一時的に病院に出入りする市

民に対しても、空調管理やごみの分別などについて、病院としてのスタンスを明確にし、取組に協力

してもらえるような工夫をしていくことが大切です。 

 

■理解醸成に向けた効果的な取組例 

医療機関においては、患者やその家族等に対しては看護師が、出入り業者に対しては事務部門のス

タッフが、というように、最も関連が深いスタッフが積極的に医療機関としての環境配慮の方針を伝

え、協力を要請するのが最も効果的と考えられます。また、病院施設に外部から人が集中するため、

施設内での掲示等による情報発信等も効果が期待できます。 

外部への理解醸成を促す取組は、医療機関自らが主体的に実施していくことはもちろんですが、行

政や市民と協力して幅広い取組を進めることで、より積極的に取組に対する理解を呼び掛けることが

可能です。 

環境コミュニケーションを積極的に行なっていく上でも、行政や環境ＮＰＯなどと積極的に情報を

交換し、ときには協力しながら、社会に対して環境への取組姿勢をアピールしていくことが求められ

ます。 

■行政や市民による評価結果の公表

■キャンペーンなどにおける
後援や共催、支援などの意思表示

■事業者と行政、市民との
　　　　　　　　　継続的情報交流

　など

■スタッフによる意識啓発
　　　　　　（直接的な協力要請）
■医療機関としての意思表示
　　　　（ポスター等による掲示）
■環境情報の積極的な開示
　　　　　　（環境報告書等の公開）

など

医療機関が自ら
主体的に行えること

行政や市民との協力が
必要・有効なこと
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

２．医療機関における環境負荷削減のための 

具体的な取組 

Ｂ．複数の医療関連部門の活動に関連する取組項目（医療系部門関連） 

Ｂ－１ 感染性廃棄物に関する基礎知識の修得、及び適正な分別・管理 

環境配慮の種類 想定される環境に配慮した事業活動（記載ページ） 

【廃棄物の排出抑制】 

 

①廃棄物の基本事項の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

②医療機関から発生する廃棄物の適正な分別・管理・・・・・・・34

③在宅医療廃棄物の適正処理に関する情報提供・・・・・・・・・35

 

Ｂ－２ 医療系機器等の利用に関する省エネルギーの取組 

環境配慮の種類 想定される環境に配慮した事業活動（記載ページ） 

【二酸化炭素排出量の削減】 ①医療機器等のエネルギー使用量の削減・・・・・・・・・・・・36

 

Ｂ－３ 医薬品、薬剤等の適正な管理 

環境配慮の種類 想定される環境に配慮した事業活動（記載ページ） 

【公害の防止／ 

法規制の遵守】   

①医薬品、薬剤等の適正な管理・・・・・・・・・・・・・・・・37

 

 

Ｃ．各部門に代表される環境配慮の取組項目 

 

Ｃ－１ 診療部門 

環境配慮の種類 想定される環境に配慮した事業活動（記載ページ） 

【廃棄物の排出抑制】 ①再利用、リサイクル可能な医療資材の導入検討・・・・・・・・39

 

Ｃ－２ 看護・介護部門 

環境配慮の種類 想定される環境に配慮した事業活動（記載ページ） 

【その他の環境配慮】 ①作業時の騒音の抑制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

 

Ｃ－３ リハビリ部門 

Ｃ－４ 検査部門 

Ａ．全ての部門に関連する取組項目（オフィス関連） 

Ｂ．複数の医療関連部門の活動に関連する取組項目（医療系部門関連） 

から、対応可能な取組を検討してください。 
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ａ．全ての部門に関連する取組項目（オフィス関連） 

【二酸化炭素排出量の削減】 

ｂ エコドライブの実施  

自動車で移動する際には、エコドライブを実践し、負荷の少ない運転を心がけましょう。これに
より、燃料の使用量を節減することができます。 
 
※エコドライブ 
自動車の排出ガスを減らすため、環境に配慮した運転をすることです。具体的には、以下のよ
うな点に配慮して運転することにより、排出ガスの抑制と燃費の向上につながります。札幌市
では、エコドライブ10か条を掲げ、自動車使用にかかる環境負荷低減を呼び掛けています。 

 
◇エコドライブ10か条 
01 余分な荷物を降ろそう 
02 空気圧を適正に 
03 暖気はできるだけ短めに 
04 「急」のつく運転はしない 
05 経済速度で走る 
06 エアコンの使用を控える 
07 早めにシフトチェンジを 
08 アイドリングストップ※をする 
09 渋滞を招くような路上駐車をしない 
10 近いところなら、徒歩か自転車で 

 
※アイドリングストップ 
車の駐・停車時に、エンジンをかけっぱなしにしている状態を「アイドリング」といい、不要
なアイドリングをやめることをアイドリングストップといいます。2,000ccの乗用車10分間のア
イドリングストップで、燃料ではコップ１杯分（約140cc）の、二酸化炭素では灯油ホームタン
クの約1/3にあたる168リットルの排出抑制が可能です。 

 
【参考】 
札幌市 「はじめよう、やってみよう エコドライブ」 

（エコドライブ普及啓発パンフレット：札幌市環境局にて配布しています）
（社）日本自動車連盟 エコ・ドライブガイド 

http://www.jaf.or.jp/eco/index.htm 
（財）省エネルギーセンター 「かしこく利用 かしこく運転 スマートドライブ」 

http://www.eccj.or.jp/drive/06/index.html 
「ＲｅＣｏｏ（レクー）」エコドライブを楽しむ地球人サイト 

http://www.recoo.jp/index.cfm 

 

まずはこれから!
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ａ．全ての部門に関連する取組項目（オフィス関連） 

【二酸化炭素固定量の増加】 

【二酸化炭素固定量の増加】 
具体的な取組 分 類 CHECK

① 緑化・植樹 a 周辺地等の緑化・植樹への協力 投資が必要  

 
①緑化・植樹 

ａ 周辺地等の緑化・植樹への協力  

地域の公園や公共施設、周辺地域の植樹事業等に、費用や労力などを提供しましょう。これによ
り、樹木の増加による二酸化炭素固定量の増加が見込めるほか、啓発事業としての効果も期待で
き、周辺地域との円滑なコミュニケーションの構築につながります。 

 

投資が必要



 

26 

Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ａ．全ての部門に関連する取組項目（オフィス関連） 

【資源の有効利用】 

【資源の有効利用】 
具体的な取組 分 類 CHECK

① 環境に配慮した商品の導入 a 環境に配慮した商品の導入 まずはこれから!
 

 

② 節水・水の効率的な利用 a 水・お湯を流しっぱなしにしない まずはこれから!
  

 
①環境に配慮した商品の導入 

ａ 環境に配慮した商品の導入  

エコマークやグリーンマーク等環境ラベル認定商品や、グリーン購入ネットワークデータベース
に掲載されている商品など、環境に配慮した商品を導入しましょう。これにより、資源の有効利
用を促進することが可能です。 
 
※環境ラベル例 
 
 
 
 

 

エコマーク（（財）日本環境協会） 

ライフサイクル全体を考慮して環境保全に資する商品を認定し、表示する制度です。

幅広い商品を対象とし、商品の類型ごとに認定基準が設定されています。 

 
 
 
 

再生紙使用マーク（（社）全国都市清掃会議内ごみゼロパートナーシップ会議） 

再生紙が使用されているものに表示されます。数字は古紙配合率を示しています。 

 
【参考】 
環境ラベル等データベース 
http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/index.html 

グリーン購入ネットワーク 
http://www.gpn.jp/ 

 

②節水・水の効率的な利用 

ａ 水・お湯を流しっぱなしにしない  

水・お湯を使用する際は、流しっぱなしにせずこまめに止めましょう。これにより、節水を推進
することができます。 
 
＜札幌市Ａ区役所の事例＞ 
札幌市のＡ区役所では、年に２回、節水強化月間を設けて、「節水呼掛けのビラの貼付」、
「メールによる周知」、「館内放送の実施」により職員の意識を高め、水使用量の削減を図り
ました。 
その結果、通常通りの取組を行なっていた前年同月の使用量と比較して、最大で10.6％の削減
を達成しており、年間を通しても1.9％の削減となっています。 

 

まずはこれから!

まずはこれから!
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ａ．全ての部門に関連する取組項目（オフィス関連） 

【廃棄物の排出抑制】 

【廃棄物の排出抑制】 
具体的な取組 分 類 CHECK

a 産業廃棄物・事業系一般廃棄物・再生利用ごみの分類 まずはこれから!  
① 廃棄物の基本事項の確認 

b 分別ルールの把握と分別の徹底 まずはこれから!  

a 内容の整理による資料のコンパクト化 まずはこれから!  

b 印刷・コピー前の資料の再確認 まずはこれから!  

c 必要部数の確認と最少限の印刷 まずはこれから!  

d 両面印刷・コピーの推進 まずはこれから!  

e 裏紙の再利用の徹底 まずはこれから!  

f 印刷・コピー機能の活用（集約機能等） まずはこれから!  

g コピー機の使用前の設定確認、使用後のリセット徹底 まずはこれから!  

h 種類に応じた適切な分別 LET’S　TRY!  

i 文書・資料の共有化 LET’S　TRY!  

j 電子メールの積極的な利用 まずはこれから!  

② 用紙の節約 

k プロジェクターやホワイトボードの活用 まずはこれから!  

a 資源化可能な品目の把握と分別の徹底 LET’S　TRY!  
③ その他廃棄物の適正処理 

b 容器等の使用低減、分別、リサイクル まずはこれから!  

a 詰替え可能商品の積極的利用 まずはこれから!  

b 紙コップ、割り箸等使い捨て商品の購入、利用の抑制 まずはこれから!  

c 簡易包装の商品購入の推進 まずはこれから!  
④ 

環境負荷を踏まえた製品の

選定等 

d 修理の優先 まずはこれから!  

 
①廃棄物の基本事項の確認 
ａ 産業廃棄物・事業系一般廃棄物・再生利用ごみの分類  

医療機関における廃棄物については、感染性廃棄物と非感染性廃棄物に大きく分けることができ
ます。 
 
■感染性廃棄物→Ｂ－１（33ページ）で詳しく説明します。 
 
■非感染性廃棄物 
非感染性廃棄物については、さらに産業廃棄物と事業系一般廃棄物の２種類に分けられます。こ
のうち、産業廃棄物は具体的に21種類の指定があり、それに該当しないものはすべて事業系一般
廃棄物となります。廃棄物の運搬、収集には収集運搬業の許可が、中間処理（再生を含む）、最
終処分には処分業の許可がそれぞれ必要となります（古紙やびん、缶の資源回収は許可が不要と
されています）。 
 
 
 
 
 
 
 
 産業廃棄物

事業系一般廃棄物

（産業廃棄物以外の廃棄物をいいます）

（法令で定められた廃棄物をいいます）

再生利用ごみ

（うち、リサイクル可能な廃棄物）

資源回収業者へ

持ち込み、あるいは収集運
搬業者を通じて、市内清掃
工場等で処理

収集運搬業者、産廃処理
業者に処理委託

（要マニフェストの交付・管理）

事業系廃棄物

 

まずはこれから!
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ａ．全ての部門に関連する取組項目（オフィス関連） 

【廃棄物の排出抑制】 

＜再生利用ごみ＞ 
事業者から排出される廃棄物のうち「古紙・ダンボール」や「びん・缶」については、再生利用
を目的として資源回収を行なっている事業者が市内にも数多くいます。札幌市の清掃ホームペー
ジに主な資源回収業者や組合の一覧が記載されています（下記URL参照）。これらを参考にして、
目的にあった資源回収業者に回収の委託を行うことで、リサイクルの促進につながります。 
 
＜事業系一般廃棄物＞ 
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、事業者自らの責任により適正に処理することが義務
づけられています。札幌市では、事業系一般廃棄物の収集運搬業務を（財）札幌市環境事業公社
による許可収集体制に一元化しており、事業者から排出される事業系一般廃棄物は、市の処理施
設に直接持込み、あるいは環境事業公社に収集運搬を委託することにより、適正に処理していた
だくことになります。そのため、処理にかかる費用は市内事業者すべて共通であり、下記のよう
になっています。処理費用の削減の観点からも、分別の徹底による再生利用が効果的です。 
 
○札幌市におけるごみ処理費用 

清掃工場の場合 130円/kg 

埋立処分場の場合 140円/kg 

清掃工場等へ自ら持込む場合 

ごみ資源化工場の場合 90円/kg 

（財）札幌市環境事業公社に処理委託する場合（税抜き）※ 4,350円/m3 

公社指定プリペイドごみ袋（購入費用・税抜き）換算※ 40ﾘｯﾄﾙ袋の場合  1,740円/10枚

 
＜産業廃棄物＞ 
産業廃棄物の場合、その処理にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、そ
れぞれの性状に応じた処理方法が定められており、許可を得ている産業廃棄物処理業者に委託
し、適正な処理費用を支払った上で、運搬、処分してもらわなければなりません。 
さらに、産業廃棄物の処理にあたっては、不適正処理を防止する目的から、産業廃棄物管理票
（マニフェスト）の交付、保管が義務づけられており、排出事業者は自らが排出した産業廃棄物
が適正なルートで処理されたかどうかを確認する必要があります。 
 
処理の対象となる廃棄物の種類・品目に応じて、取扱い可能となる許可を取得している適切な収
集運搬業者、処分業者とそれぞれ契約を結ぶことが必要です。 
 
【参考】 
札幌市環境局 清掃ホームページ 収集業者等早見表 
http://www.city.sapporo.jp/seiso/jigyousyo/syusyusaki.html 

札幌市環境局 清掃ホームページ 産業廃棄物処理業者名簿 
http://www.city.sapporo.jp/seiso/jigyousyo/sanhai_meibo/sanhai_meibo.html 

 
ｂ 分別ルールの把握と分別の徹底  

循環型社会の構築に向け、少しでも廃棄物のリサイクル率を高めていくため、医療機関において
も、リサイクル可能な廃棄物は、極力分別を行い、適正なリサイクルを行っている専門業者に引
き渡すことが重要です。 
院内で発生する廃棄物がどのように分類され、どのように処理されているのかを把握し、分別の
徹底、特にリサイクル可能な廃棄物について、適切に分別するよう意識しましょう。 
 
■廃棄物の種類と分別による処理方法（77ページ）を参考にしてください。 
 
 
 
 

 

まずはこれから!
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ａ．全ての部門に関連する取組項目（オフィス関連） 

【廃棄物の排出抑制】 

②用紙の節約 
ａ 内容の整理による資料のコンパクト化  

資料の作成にあたっては、要領を得た的確な文面を心がけ、可能な限り資料のコンパクト化を図
りましょう。これにより、用紙の使用量を節減することができます。 

 

ｂ 印刷・コピー前の資料の再確認  

資料等の印刷・コピーの前に必ず内容を確認し、ミスプリント・ミスコピーを削減しましょう。
これにより、用紙の使用量節減につながります。 

 

ｃ 必要部数の確認と最少限の印刷  

資料の印刷・コピーに際しては、必要な枚数を確認し、予備も含めて最小限の部数での印刷を徹
底しましょう。これにより、無駄な用紙使用を低減できます。 

 

ｄ 両面印刷・コピーの推進  

可能な限り両面印刷・コピーを行いましょう。これにより、使用枚数を節減することが可能で
す。 

 

ｅ 裏紙の再利用の徹底  

片面のみ印刷がされている用紙については、内部文書やメモ書きなどの用途で、裏紙利用を徹底
しましょう。これにより、使用量の節減が図れます。 
ただし、個人情報等の記載された用紙については、情報セキュリティの観点から、他の用紙とは
別に厳重に管理し、適切な処理を行うことが重要となります。 

（分別の種類等については、ｈ 種類に応じた適切な分別を参照ください。→30ページ）

 

ｆ 印刷・コピー機能の活用（集約機能等）  

プリンターやコピー機によっては、複数枚分の印刷部分を縮小して１枚に印刷することができる
集約機能など、紙資源の有効利用が可能な機能を持っているものがあります。このような機能を
有効に活用しましょう。これにより、紙使用の節減が期待できます。 

 

ｇ コピー機の使用前の設定確認、使用後のリセット徹底  

コピー機の使用において、前の使用者の設定がリセットされないままコピーを行うと、不必要な
枚数の印刷や、不適切な機能の利用によりミスコピーが発生する可能性があります。 
このような無駄を避けるため、コピー機の使用前には設定のリセットがなされているかを確認す
るとともに、使用後は確実に設定をリセットするように心がけましょう。これにより、ミスコ
ピーの発生を抑制することが可能です。 
院内でのルールを徹底するとともに、コピー機のボタン側に確認のステッカー等を貼ることによ
り効果が高まります。 

 

まずはこれから!

まずはこれから!

まずはこれから!

まずはこれから!

まずはこれから!

まずはこれから!

まずはこれから!
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ａ．全ての部門に関連する取組項目（オフィス関連） 

【廃棄物の排出抑制】 

ｈ 種類に応じた適切な分別  

一口に紙と言っても、その種類は多彩です。また、ホッチキスの針や付箋、のりなど、紙以外の
ものが混ざるとリサイクル方法が変わってくる場合もあります。回収業者との取決めに従い、適
切に分別しましょう。これにより、リサイクル時のコストや環境負荷が削減されます。 
ただし、紙の分別にあたっては、情報セキュリティという観点から、個人情報や電算データ等に
ついては、用紙の種類ごとの分別とは別に、しっかりとした分別・管理体制を構築することが望
ましいと言えます。 
 
【具体的な事例】 
市内のある回収業者では以下のような用紙分別を推奨しています。 
 

 

 

ｉ 文書・資料の共有化  

複数の関係者で使うことの多い資料については、可能な限り共有化して、誰もが閲覧できる状態
にしておくとともに、共有化している資料の把握を徹底しましょう。これにより、用紙の使用量
を節減することができます。 

 

ｊ 電子メールの積極的な利用  

関係者それぞれがメールを利用できる環境にある場合は、可能な限り、用紙による回覧や連絡等
を電子メールで代用しましょう。これにより、用紙の使用節減につながります。 

 

ｋ プロジェクターやホワイトボードの活用  

会議等でプロジェクターやホワイトボードを利用できる環境にある場合は、資料を紙で配らず
に、プロジェクター等を有効に活用しましょう。これにより、用紙の節約につながります。 

 

LET’S　TRY!

LET’S　TRY!

まずはこれから!

まずはこれから!
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ａ．全ての部門に関連する取組項目（オフィス関連） 

【廃棄物の排出抑制】 

③その他廃棄物の適正処理 
ａ 資源化可能な品目の把握と分別の徹底  

事業活動に伴って発生する廃棄物の中には、紙以外にも缶・びん・ペットボトルなどをはじめ、
資源化が可能なものが多く含まれます。資源化の条件や分別の方法については、回収する収集業
者や処理を行う施設によって変わります。 
（場合によっては複数の）収集業者と打合せの上、再資源化が可能な品目の把握を行い、その分
別を徹底しましょう。これにより、廃棄物の再資源化が促進されます。 
 
【具体的な事例】 
・収集業者の見直しにより、リサイクル率の向上と処理費用の削減を達成 
 
【参考】 
札幌市環境局 清掃ホームページ 事業系一般廃棄物 
http://www.city.sapporo.jp/seiso/jigyousyo/jigyoukei.html 

 

ｂ 容器等の使用低減、分別、リサイクル  

缶・びん・ペットボトル、弁当殻、各種容器・包装材などについては、可能な限り購入を控える
とともに、記載のリサイクルマーク等に従い、適切に分別し収集業者に渡しましょう。これによ
り、廃棄物の削減につながります。 
 
＜札幌市内事業者の事例＞ 
・缶・ペットボトルの分別事例 
市内のある医療機関では、缶とペットボトルを分別することにより、無償で回収する業者と取
引をしてくれる業者を見つけたことから、分別用のごみ箱を設置し、缶、ペットボトルの分別
収集に取り組んでいます。従来、廃棄物として処理費用のかかっていたものが無償回収される
ことで、コスト面でのメリットが大きく、院内スタッフにも理由付けができ、スムーズに移行
することができています。 

 
・ダンボールの分別事例 
ある事業者では、それまで事業系一般廃棄物として処理していた仕入れに伴い発生するダン
ボールを適切に分別し、リサイクル業者に回収してもらうことによって、廃棄物処理量を大幅
に削減しています。 
この事業者は同時に、事業系一般廃棄物もできるだけ圧縮してごみ袋に詰め、なおかつ、目測
による計量で誤差が生じにくいように、一定容量のカゴに整然と積む形で排出する取組を進め
た結果、事業系一般廃棄物の排出量とそれに伴う処理量で、計測期間内だと前年対比35.4％の
削減効果が上がっています。 

 

④環境負荷を踏まえた製品の選定等 

ａ 詰替え可能商品の積極的利用  

詰替えが可能な商品がある場合には、その積極的な利用を促進しましょう。これにより、無駄な
空容器等の発生を抑制することが可能です。 

 

ｂ 紙コップ、割り箸等使い捨て商品の購入、利用の抑制  

紙コップ、割り箸等の使い捨て商品の購入と使用を控えましょう。これにより、廃棄物の発生を
抑制することができます。可能な限り、洗って何度でも使える製品の使用に努めましょう。 

LET’S　TRY!

まずはこれから!

まずはこれから!

まずはこれから!



 

32 

Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ａ．全ての部門に関連する取組項目（オフィス関連） 

【廃棄物の排出抑制】 

ｃ 簡易包装の商品購入の推進  

商品の購入段階では、その商品から発生する廃棄物についても考慮し、簡易包装のものを優先的
に選択しましょう。これにより、廃棄物の発生を抑制することができます。また、サービスとし
ての包装についても、可能な限り簡易包装をしてもらうよう心がけます。 

 

ｄ 修理の優先  

故障した機器等は、代替品の購入の前に修理できるかどうかを必ず確認し、可能なものについて
は、できる限り修理を優先して長期利用に努めましょう。これにより、廃棄物の削減につながり
ます。 

 

まずはこれから!

まずはこれから!
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｂ-１ 感染性廃棄物に関する基礎知識の 

習得、及び適正な分別・管理 【廃棄物の排出抑制】

Ｂ．複数の医療関連部門の活動に関連する取組項目 

≪対象：医療系スタッフ（医師・看護師・技師等）≫ 

 

Ｂ－１ 感染性廃棄物に関する基礎知識の修得、及び適正な分別・管理 

【廃棄物の排出抑制】 
具体的な取組 分 類 CHECK

① 廃棄物の基本事項の確認 a 感染性廃棄物の基本事項 法規制関連  

a 発生品目の把握と分別の徹底 まずはこれから!  

b 感染性廃棄物の移動・保管にかかる注意事項 法規制関連  ② 
医療機関から発生する廃棄

物の適正な分別・管理 

c 感染性廃棄物の梱包容器等への適切な表示 法規制関連  

③ 
在宅医療廃棄物の適正処理

に関する情報提供 
a 在宅医療廃棄物の適正処理に関する情報提供 まずはこれから!  

 

①廃棄物の基本事項の確認 
ａ 感染性廃棄物の基本事項  

医療機関においては多様な廃棄物が排出されますが、特に、「医療関係機関から発生し、人が感
染し、または感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物、またはこれ
らのおそれのある廃棄物」と定義される感染性廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関
する法律」において特別管理廃棄物に指定されており、他の廃棄物と明確に区別して適切な処理
を行うことが義務づけられています。 
感染性廃棄物の処理方法等については、環境省が設置した感染性廃棄物処理対策検討会より、
「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」としてとりまとめられており、このマ
ニュアルに沿って、各医療機関が感染性廃棄物の適正処理にあたることが求められます。 
各スタッフにおいても、マニュアルの内容を十分に理解し、管理責任者の指示に従いながら、そ
れぞれの業務の中で感染性廃棄物の適正な処理を行うことが重要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

感染性廃棄物の判断フロー

【STEP１】（形状）
　廃棄物が以下のいずれかに該当する。
①血液、血清、血漿及び体液（精液を含む。）（以下「血液等」という。）
②病理廃棄物（臓器、組織、皮膚等）
③病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
④血液等が付着している鋭利なもの（破損したガラスくず等を含む。）

【STEP１】（形状）
　廃棄物が以下のいずれかに該当する。
①血液、血清、血漿及び体液（精液を含む。）（以下「血液等」という。）
②病理廃棄物（臓器、組織、皮膚等）
③病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
④血液等が付着している鋭利なもの（破損したガラスくず等を含む。）

【STEP２】（排出場所）
　感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室において治療、
検査等に使用された後、排出されたもの

【STEP２】（排出場所）
　感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室において治療、
検査等に使用された後、排出されたもの

【STEP３】（感染症の種類）
①感染症法の一類、二類、三類感染症、指定感染症及び新感染症並びに結核の治療、
　検査等に使用された後、排出されたもの
②感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器
　材等（ただし、紙おむつについては特定の感染症に係るもの等に限る。）

【STEP３】（感染症の種類）
①感染症法の一類、二類、三類感染症、指定感染症及び新感染症並びに結核の治療、
　検査等に使用された後、排出されたもの
②感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器
　材等（ただし、紙おむつについては特定の感染症に係るもの等に限る。）

感
染
性
廃
棄
物

非感染性廃棄物

YES

NO

NO

NO

YES

YES

 

法規制関連
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｂ-１ 感染性廃棄物に関する基礎知識の 

習得、及び適正な分別・管理 【廃棄物の排出抑制】 

②医療機関から発生する廃棄物の適正な分別・管理 
ａ 発生品目の把握と分別の徹底  

事前に担当する医療行為等に伴って発生する廃棄物の品目の把握を行い、それらの分別の種類や
取扱の方法について確認しておきましょう。これにより、誤まった分別による事故等を防ぐこと
ができるだけでなく、時間をかけずに適切に分別することが可能となり、作業効率の向上にもつ
ながります。 
分別の判断が難しい廃棄物については、部門の環境管理担当者や全体の廃棄物管理責任者等に都
度確認し、自己判断で安易に分別しないようにしましょう。 

 

ｂ 感染性廃棄物の移動・保管・梱包にかかる注意事項  

医療機関から排出される廃棄物のなかでも、特に感染性廃棄物については、他の廃棄物と分別
し、その移動、保管についても慎重な対応が求められています。 
感染性廃棄物を移動する場合は、移動の途中で内容物が飛散・流出するおそれのないよう、蓋の
ついた容器に入れて蓋をして、カート等で移動することが望ましいとされています。 
保管については、関係者以外がみだりに立ち入らないような配慮をした上で、他の廃棄物と混合
しないように仕切を設けるなど必要な措置を講じて保管することが求められています。 
また、処理委託などに伴い収集運搬を行う場合は、密閉性、収納性、耐損傷性の高い容器に入れ
ることが求められています。 
（財）日本産業廃棄物処理振興センターでは、感染性廃棄物を収納する容器に関して、廃棄物処
理法が要求する密閉性、収納の容易性、耐損傷性、耐貫通性、堅牢性等の要件に係わる具体的な
基準設定による認定を行う医療廃棄物容器登録認定制度事業を運営していますので、容器選定に
あたっての参考としてください。 
不適切な分別や梱包などは、院内での集荷、院外への排出、収集過程、あるいは最終処分や再資
源化過程で、感染性廃棄物による感染事故が発生する要因となりうることから、特に慎重な取扱
が求められます。 
 
【参考】 
（財）日本産業廃棄物処理振興センター 「感染性廃棄物容器評価」 

http://www.jwnet.or.jp/assessment/ 

 

ｃ 感染性廃棄物の梱包容器等への適切な表示  

感染性廃棄物を梱包した容器等には、感染性廃棄物であること及び取り扱う際に注意すべき事項
を表示することが義務づけられています。 
感染性廃棄物を梱包する容器には、推奨されている適切な色のバイオハザードマークを表示する
とともに、その表示の意味を把握し、適正な管理、処理を行うことが必要です。 
 
 
 
 
 
 
 

 

バイオハザードマーク 

感染性廃棄物であることを示すために、感染性廃棄物を梱包した容器等に表示するこ

とが推奨されているマーク。性状により、色を分けることが望ましいとされている。

・赤色：液状又は泥状のもの（血液等） 

・橙色：固形状のもの（血液等が付着したガーゼ等）  

・黄色：鋭利なもの（注射針等）  

まずはこれから!

法規制関連

法規制関連
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｂ-１ 感染性廃棄物に関する基礎知識の 

習得、及び適正な分別・管理 【廃棄物の排出抑制】

③在宅医療廃棄物の適正処理に関する情報提供 
ａ 在宅医療廃棄物の適正処理に関する情報提供  

在宅医療の進展とともに、一般家庭において点滴バッグや注射器等の医療廃棄物の発生が、今後
増加していくことが見込まれています。 
国がとりまとめた「在宅医療廃棄物取扱方法検討調査報告書」（環境省、平成17年3月）では、
国、市町村、患者、医療機関、薬局、訪問看護ステーション、メーカーなど、在宅医療廃棄物の
発生に関わる各主体が、それぞれ責任を持って適正な処理が行われるよう、積極的な取組をする
ことが必要としています。 
医療機関においては、特に感染性の危険が高いと判断されるものについては、往診、訪問診療時
に発生したものに限らず、医療機関で回収するよう努めるとともに、注射器等の鋭利なものや感
染性の危険の高いものに関する取り扱いなどについて、適切な情報を提供し、患者・家族や在宅
医療廃棄物の処理に従事する者に対する健康被害の未然防止に協力することが求められていま
す。 
特に、注射器等の鋭利なものについては、医療関係者、あるいは患者・家族が医療機関へ持ち込
み、感染性廃棄物として適正に処理し、その他非鋭利なものは一般廃棄物として市町村が一般廃
棄物として処理する、という２通りの方法について、医療機関が患者、家族へ適切に情報提供を
行うよう努めましょう。 
 
【参考】 
環境省 「在宅医療廃棄物取扱方法検討調査報告書」 
http://www.env.go.jp/recycle/report/h17-03/index.html 

 

 まずはこれから!
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｂ-２ 医療系機器等の利用に関する省エネルギーの取組 

【二酸化炭素排出量の削減】 

Ｂ－２ 医療系機器等の利用に関する省エネルギーの取組 

【二酸化炭素排出量の削減】 
具体的な取組 分 類 CHECK

a 機器の利用にかかるエネルギー節約 まずはこれから!
 

 
① 

医療機器等のエネルギー

使用量の削減 b 省エネルギー型の医療機器等の選定、導入 投資が必要
  

 
①医療機器等のエネルギー使用量の削減 

ａ 機器の利用にかかるエネルギー節約  

機器の適正かつ効率的な利用を心がけ、機器に余分な負荷をかけないようにしましょう。また、
緊急時に必要となる機器以外については、起動にかかる時間が短い機器などを中心に電源オフ等
を心がけましょう。これにより、エネルギー使用量を削減することができます。 

 

ｂ 省エネルギー型の医療機器等の選定、導入  

機器等の更新にあたっては、可能な限りエネルギー効率の高い省エネルギー型の機器を選定、導
入するように努めましょう。これにより、エネルギー使用量を削減することができます。 

 

まずはこれから!

投資が必要



 

37  

Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｂ-３ 医薬品、薬剤等の適正な管理 

【公害の防止／法規制の遵守】 

Ｂ－３ 医薬品、薬剤等の適正な管理 

 
【公害の防止／法規制の遵守】 
具体的な取組 分 類 CHECK

a 医薬品、薬剤等の管理にかかる関連法の把握と遵守  法規制関連  

b 適切な管理体制、ルールの制定、徹底 まずはこれから!  

c 器具洗浄時の排水の管理 まずはこれから!  

d 薬品管理システムの導入 投資が必要  

① 医薬品、薬剤等の管理 

e 定期的な分析、記録の保管、公開 法規制関連  

 

①医薬品、薬剤等の管理 

ａ 医薬品、薬剤等の管理にかかる関連法の把握と遵守  

医療機関においては、非常に多種多様な化学物質が取り扱われる場合が多く、関連する法規制も
多岐にわたる可能性があります。一般的に札幌市内の医療機関においては、以下のような法規制
とそれが定める物質に関する対応が必要となります。 
 
・医療法 
・薬事法 
・毒物及び劇物取締法（毒物及び劇物） 
・麻薬及び向精神薬取締法 
・覚せい剤取締法 
・札幌市火災防止条例（危険物） 
・消防法（危険物） 
・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（指定化学物質） 
・札幌市生活環境の確保に関する条例（特定管理化学物質） 
・労働安全衛生法（化学物質） 
 
これらの法律が定めるところの物質に対して、取扱の方法や貯蔵可能量等を、取り扱うスタッフ
が正しく理解し、遵守することが必要です。具体的には、使用している薬剤等のリストアップと
関連法の整理、取扱方法等に関する手順書の作成、管理状況の記録・報告などを行うことが望ま
れます。 
 
【参考】 
独立行政法人製品評価技術基盤機構 ＰＲＴＲ制度制度対象物質データベース 
http://www.safe.nite.go.jp/japan/prtrmsds/PRMS_db_index.html 

札幌市 環境保全のページ（札幌市生活環境の確保に関する条例） 
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/jourei/syousai.html 

労務安全情報センター 
http://labor.tank.jp/ 

橋本行政書士事務所 消防関係 
http://www016.upp.so-net.ne.jp/solicitor-toshi/syoubou1.htm 

国立医薬品食品衛生研究所 毒劇法ページ（データベース） 
http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/dokugeki.html 

 

法規制関連
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｂ-３ 医薬品、薬剤等の適正な管理 

【公害の防止／法規制の遵守】 

ｂ 適切な管理体制、ルールの制定、徹底  

薬剤等を適性に管理していくためには、組織的な対応が不可欠であり、適切な管理体制を構築す
ることが望ましいと言えます。 
管理責任者が中心となって、スタッフそれぞれの役割をルール化し、それらをまとめた管理マ
ニュアルなどの手引きを作成してその徹底に努めることにより、環境負荷の低減を図りましょ
う。 

 

ｃ 器具洗浄時の排水の管理  

病理検査などにおいて薬剤を使用した器具等を洗浄する場合、その洗浄後の廃液には残留した薬
剤等が含まれて排出される恐れがあります。 
排水基準の遵守のため、有害な薬剤を使用した実験器具等の洗浄においては、２～３回程度の洗
浄液を廃液（廃油・廃酸・廃アルカリなどの産業廃棄物）として回収し、適切な処理業者へ処理
を委託することが望まれます。 

 

ｄ 薬品管理システムの導入  

適正な薬品管理を行なっていくためには、誰がいつ何を発注し、誰がいつどれだけ使用したか、
といった発注や使用の情報をデータベース化して集計することが重要となります。 
化学物質排出把握管理促進法の制定などを背景として、機器メーカー、試薬メーカー、電機メー
カー等多くの企業が開発した薬品管理システムの導入が進みつつあります。 
これらのシステムは、試薬メーカーから提供されたデータベースを用いることで、試薬の登録操
作が容易である、ＰＲＴＲ制度をはじめとする各種法規制へ対応したレポートの出力が可能な
ど、優れた特徴を持っています。 
薬品の使用量等を考慮して、これらのシステムを積極的に導入しましょう。これにより、適正な
化学物質管理が可能となります。 

 

ｅ 定期的な分析、記録の保管、公開  

薬品等の使用に伴い発生する排水に関しては、水質汚濁防止法に基づき、汚染の状況を定期的に
分析し、記録を保管することが義務づけられています。 
定期的な分析、記録に関する体制整備を行い、適切な管理を行うとともに、分析の結果について
は可能な限り情報の公開に努めましょう。 

 

まずはこれから!

まずはこれから!

投資が必要

法規制関連
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-１ 診療部門 

【廃棄物の排出抑制】 

Ｃ．各部門に代表される環境配慮の取組項目 
≪対象：各取組項目に関わるスタッフ≫ 

 

Ｃ－１ 診療部門 

 
【廃棄物の排出抑制】 
具体的な取組 分 類 CHECK

① 
再利用、リサイクル可能な

医療資材の導入検討 
a 再利用、リサイクル可能な医療資材の導入検討 LET’S　TRY!  

 
①再利用、リサイクル可能な医療資材の導入検討 
ａ 再利用、リサイクル可能な医療資材の導入検討  

医療の現場では、作業効率性の向上を目的として、様々な医療資材においてディスポーザブル製
品を利用するケースが増えてきています。しかし、ディスポーザブル製品は環境的な視点からみ
ると、廃棄物の排出を増加させることになってしまいます。 
業務に支障をきたさない範囲で、可能な限り繰り返し使うことのできる製品を使用するように心
がけましょう。 
また、ディスポーザブル製品でも、近年ではリサイクルがしやすいよう素材を簡単に分別できる
ような製品も出てきています。ディスポーザブル製品等を含めた医療資材の選定にあたっては、
可能な限りリサイクル可能な製品の導入を検討しましょう。 
検討にあたっては、医師等選定に影響力の強いスタッフが率先して、環境に配慮した資材の導入
検討を心がけ、他のスタッフへの意識啓発を進めていくことが重要です。 

 

LET’S　TRY!
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-２ 看護・介護部門 

【その他の環境配慮】 

Ｃ－２ 看護・介護部門 

 
【その他の環境配慮】 
具体的な取組 分 類 CHECK

① 作業時の騒音の抑制 a 患者が不快に感じる騒音のない療養環境の整備 まずはこれから!
  

 
①作業時の騒音の抑制 
ａ 患者が不快に感じる騒音のない療養環境の整備  

特に、患者周辺での作業が多く発生する看護師などにおいては、作業音などに十分配慮し、周囲
の患者が不快感を持たないように努めていくことが大切です。 
患者の療養環境をよりよい状態に保つため、作業等にあたっては、大きな音が発生しないように
留意しましょう。 
 
【具体的な事例】 
・必要性の低い院内一斉放送の禁止 
・処置ケア時に、カーテンを引き、静かな会話、動作に努める 
・夜間は特に足音・物音に配慮 
・ナースコールの音量は必要最低限に設定 

 

 

Ｃ－３ リハビリ部門 

Ｃ－４ 検査部門 

 
※Ａ．全ての部門に関連する取組項目（オフィス関連）、Ｂ．複数の医療関連部門の活動に関連する

取組項目で記載された項目を中心に取組を検討してください。 

 

 

まずはこれから!
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-５ 放射線部門 

【廃棄物の排出抑制】 

Ｃ－５ 放射線部門 

 
【廃棄物の排出抑制】 
具体的な取組 分 類 CHECK

① 乾式現像機器の導入 a 現像液を使わない乾式の現像機器の導入検討 投資が必要  

② フィルムレス化の検討 a デジタル機器導入によるＣＲＴ診断の導入検討 投資が必要  

 
①乾式現像機器の導入 

ａ 現像液を使わない乾式の現像機器の導入検討  

従来の湿式現像機器では、現像に薬品等を使用する必要があり、廃液、排水等の十分な管理が必
要となります。特に現像液等は廃酸、廃アルカリとして産業廃棄物としての処理が必要になるな
ど、経済的にも負荷が大きいと言えます。 
機器の入れ替え時には、乾式の現像機器（ドライプリンター等）の導入を検討しましょう。導入
により、廃液等の廃棄物の排出抑制につながります。 

 
②フィルムレス化の検討 

ａ デジタル機器導入によるＣＲＴ診断の導入検討  

Ｘ線撮影等の診断にあたって、各種デジタル機器を用い、画面上で診断を行うＣＲＴ診断を行う
手法の導入を検討しましょう。 
ＣＲＴ診断の導入は、現像用のフィルムを使用せずに済むほか、現像用途に用いられ発生する廃
酸や廃アルカリといった産業廃棄物の削減にもつながります。 

 

投資が必要

投資が必要
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-５ 放射線部門 

【公害の防止／法規制の遵守】 

【公害の防止／法規制の遵守】 
具体的な取組 分 類 CHECK

① 放射線関連装置の適正利用 a 関連法規制に基づく放射線関連装置の管理 法規制関連
  

 
①放射線関連装置の適正利用 

ａ 関連法規制に基づく放射線関連装置の管理  

Ｘ線撮影装置や放射線治療装置などの放射線関連装置は、医療法施行規則や放射線障害防止法な
どの法規制により使用許可の申請や定期検査などが義務づけられています。 
適用される法規制を遵守し、適正に管理することにより、未然に事故を防ぎます。 

 

 

法規制関連
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-６ 薬剤部門 

【その他の環境配慮】 

Ｃ－６ 薬剤部門 

 
【その他の環境配慮】 
具体的な取組 分 類 CHECK

a 服薬指導時における服用薬剤の確認 まずはこれから!  
① 患者への適正な服薬促進 

b 退院患者への服薬指導の徹底 まずはこれから!  

② 
在宅医療廃棄物の適正処理

に向けた情報提供 
a 在宅医療廃棄物の適正処理に関する情報提供 まずはこれから!  

 

①患者への適正な服薬促進 

ａ 服薬指導時における服用薬剤の確認  

服薬指導の際などに、他院からの持込薬を含めた重複薬のチェック、処方もれチェック、相互作
用チェックなどを実施しましょう。これにより、患者への負荷が低減されるだけでなく、無駄な
薬剤の削減につながります。 

 

ｂ 退院患者への服薬指導の徹底  

退院患者、通院患者に対して、処方薬の適切な服薬指導を行い、自宅で確実に服薬をしてもらう
よう努めましょう。これにより、患者による処方薬の廃棄量削減につながります。 
 

 

 

まずはこれから!

まずはこれから!
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-７ 栄養・厨房部門 

【二酸化炭素排出量の削減】 

Ｃ－７ 栄養・厨房部門 

 
【二酸化炭素排出量の削減】 
具体的な取組 分 類 CHECK

① エネルギー使用量の削減 a 節ガス運動 まずはこれから!
  

② 
省エネルギー型の調理機器

の選定、導入 
a 熱効率の高い調理機器等の選定、導入 投資が必要

  

 
①エネルギー使用量の削減 

ａ 節ガス運動  

ガスの利用を極力制限し、エネルギーを効率的に利用しましょう。これにより、エネルギー使用
量の削減につながります。 
 
【具体的な事例】 
・不用な種火は消す 
・電子レンジ等を下ごしらえに活用 

 

②省エネルギー型の調理機器の選定、導入 

ａ 熱効率の高い調理機器等の選定、導入  

ガスこんろ等の調理機器の入替にあたっては、できる限りエネルギー効率の高い機器を選定、導
入するようにしましょう。これにより、エネルギー使用量の削減につながります。 

 

 

まずはこれから!

投資が必要



 

45  

Ⅱ編 具体的な行動事例 

 Ｃ-７ 栄養・厨房部門 

【廃棄物の排出抑制】 

【廃棄物の排出抑制】 
具体的な取組 分 類 CHECK

a 廃棄物の少ない食材の選定 LET’S　TRY!  

b 厨芥の堆肥化、飼料化 LET’S　TRY!  

c 廃油のリサイクル まずはこれから!  
① 

ごみの排出抑制、リサイク

ル 

ｄ 患者に合わせた内容、分量の食事の提供 LET’S　TRY!  

 
①ごみの排出抑制、リサイクル 

ａ 廃棄物の少ない食材の選定  

食材の購入にあたっては、調理方法等を含め、できる限り廃棄物が発生しないような食材を選定
しましょう。これにより、厨房から発生する廃棄物を削減することができます。 
 
【具体的な事例】 
・予め不要部分を除去、カットした食材の購入（骨なしの魚やカットフルーツ等） 

 
ｂ 厨芥の堆肥化、飼料化  

給食により発生した厨芥は、堆肥化、飼料化などによりリサイクルに努めましょう。これにより
廃棄物の減量、再資源化の促進につながります。 
 
【具体的な事例】 
・食品残さ、残飯などを病院で堆肥化、院外に無料配布 
 
＜定山渓地区生ごみ堆肥化モデル事業の事例＞ 
札幌市では、定山渓観光協会、定山渓連合町内会、定山渓温泉旅館組合及び農協などとの連携
体制のもと、定山渓地区のホテル等から生ごみを分別収集して肥料に再生し、その肥料を活用
した定山渓の地場野菜をホテルの食材として観光客の方に提供したり、地域の特産品として販
売するという「定山渓地区の新たな魅力づくり」を目的としたモデル事業を実施しています。 
この事業に病院が参加し、食品残さのリサイクルに向けた取組を進めています。 

 
ｃ 廃油のリサイクル  

食用廃油を回収し、塗料や接着剤、添加剤等の工業用品や、飼料、燃料、石けん等にリサイクル
しましょう。これにより、廃棄物の削減を推進し、資源の有効利用を進めることができます。 

 
ｄ 患者に合わせた内容、分量の食事の提供  

主食量の調整や選択メニュー制の導入など、患者の状態や嗜好などに合わせて、食べきれる内容
や分量の食事を提供するように努めましょう。これにより、食べ残しが少なくなり、結果として
廃棄物の減量につながります。 

LET’S　TRY!

LET’S　TRY!

まずはこれから!

LET’S　TRY!
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Ｃ-８ 施設管理部門 

【二酸化炭素排出量の削減】 

Ｃ－８ 施設管理部門 

 
【二酸化炭素排出量の削減】 
具体的な取組 分 類 CHECK

a 計測・記録の実施状況の確認 まずはこれから!
  

b 機器の保守管理・補修 まずはこれから!
  

c 更新時の省エネルギー機器の導入 まずはこれから!
  

d 病院の省エネルギー改修（ESCO 事業等） 投資が必要
  

e 低負荷運転時の運転台数制御 投資が必要
  

f 負荷平準化対策 投資が必要
  

① 全般的な管理項目 

g 省エネルギー、新エネルギー等設備の導入 投資が必要
  

a 自動制御設備の導入 投資が必要
  

b 廃熱の利用 投資が必要
  

c その他省エネ設備の導入 投資が必要
  

d 適正な圧力設定と圧力損失の低減 LET’S　TRY!
 

 

e 保冷・冷凍設備の管理 LET’S　TRY!
 

 

② 

空調・冷凍設備、ポン

プ・ファン、コンプレッ

サ等の管理 

f 外気冷気の活用 まずはこれから!
  

a 適切な空気比、蒸気圧力の設定 LET’S　TRY!
 

 

b 外壁面、配管等からの熱損失の低減 LET’S　TRY!   

c 廃熱の回収、利用 投資が必要
  

③ 
ボイラー、蒸気系統、熱

交換器等の管理 

d アキュムレーターの設置 投資が必要
  

a 契約電力の低減 LET’S　TRY!   

b 変圧器の集約化 LET’S　TRY!   

c 電動機の適正管理、省エネ型機種の導入 投資が必要
  

④ 
受変電設備、電動機、照

明の管理 

d 照明設備の運用管理、省エネルギー化 投資が必要
  

a 電気機器等の節電モード設定 まずはこれから!
 

 

b 自動販売機利用の適正化 LET’S　TRY!
 

 

c 空調の使用時間や範囲の設定 LET’S　TRY!
 

 
⑥ 

設備機器の導入、更新、

設定 

d 低公害車の導入推進 投資が必要
  

 

①全般的な管理項目 
ａ 計測・記録の実施状況の確認  

エネルギーの使用に関連して、計測器を設置し、継続的に記録しましょう。これにより、季節変
動に応じた適正な運転管理や、異常に対しての素早い対応などが可能となり、無駄のない効率的
なエネルギー利用が期待できます。また、継続的な計測、記録は、従業員のエネルギー管理意識
を高め、さらなる節減にもつながります。 

 

 

まずはこれから!
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Ｃ-８ 施設管理部門 

【二酸化炭素排出量の削減】 

ｂ 機器の保守管理・補修  

使用する設備機器は、日頃から適正に点検、保守、清掃を行いましょう。これにより、機器の運

転効率の低下を防止し、エネルギーの損失を低減することができます。漏えいなどの物理的な損

失や、保温・断熱時の熱損失は、エネルギーの損失だけではなく、製品の衛生管理や他の機器の

適正な運転管理にも影響を及ぼす可能性があるため、充分な点検・保守が必要です。 
また、機器の老朽化に伴い、保守や補修にかかるコストも増大していくのが一般的です。環境へ
の影響も考慮してコスト計算を行い、省エネ設備等への切替えを検討するのも一つの手です。 

 

ｃ 更新時の省電力機器の導入  

電気機器等の更新時には、できる限り省エネ効果の高い製品の購入を促進しましょう。これによ
り、電力使用量の節減につながります。 
省エネ効果の高い製品の検討にあたっては、（財）省エネルギーセンターがまとめている各種省
エネ性能カタログの最新版や省エネラベリング制度表示などを活用することで、より効率の高い
機器の選定を行うことができます。 
 
※省エネラベリング制度は、家電製品では「エアコン」「蛍光灯器具」「テレビ」「冷蔵庫(冷凍

庫)」を対象としてスタートしましたが、2003年6月に「ストーブ(ガスストーブ、石油ストー
ブ)」「ガス調理機器(ガスこんろ、ガスグリル付きこんろ、ガスレンジ等)」「ガス温水機器
(瞬間湯沸器、風呂釜等)」「石油温水機器(給湯用、暖房用、浴用)」「電気便座(暖房便座、温
水洗浄便座)」の5機種が、2004年5月に「変圧器」、「電子計算機」、「磁気ディスク装置」の
3機種が追加され、合計13機種が表示対象機器となりました。これらの機器はいずれも省エネ法
に基づく特定機器に指定されており、一般家庭で消費するエネルギーの中で大きなウエイトを
占めています。 
また、温水洗浄便座の導入はトイレットペーパーの節約効果もあり、節電型の機器であれば電
力使用に伴う二酸化炭素排出などの環境負荷を考慮しても、環境への負荷が低いと言われてい
るほか、下水処理に伴う環境負荷も低減することができます。 

 
【参考】 
（財）省エネルギーセンター 省エネ機器のページ 

http://www.eccj.or.jp/sub_06.html 

 

まずはこれから!

まずはこれから!
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-８ 施設管理部門 

【二酸化炭素排出量の削減】 

ｄ 病院の省エネルギー改修（ESCO事業等）  

施設の構造や設備等を見直し、自然光や通風等を利用しながら空調管理等の効率化を図りましょ
う。これにより、施設の運用にかかるエネルギー使用量を抑制することができます。経済面・環
境面いずれの点からも有効な手法として、ESCO 事業等の活用が考えられます。 

※ESCO 事業（Energy Service Company） 

病院やビルの省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、それまでの環境を損なうことな
く省エネルギーを実現し、さらにはその結果得られる省エネルギー効果を保証する事業です。 
ここでいう包括的なサービスとは、「施設の省エネルギー診断・コンサルティング」、「計画立
案」、「設計施工」、「効果の計測・検証」、「保守・運転管理」、「資金調達・ファイナン
ス」などのトータルサービス、あるいはこれらの組合せとなります。 
なお、ESCO 事業者は、顧客との間においてエネルギーサービス契約を締結し、一定の省エネル
ギー効果を保証します。 

◇費用等 

省エネルギー改修に要した投資・金利返済・ESCO の経費等は、すべて省エネルギーによる経費削

減分でまかなわれます。契約期間終了後の経費削減分はすべて顧客の利益となります。 

【具体的な事例】 

・市立札幌病院 ESCO 事業（下記 URL 参照） 

・空調設備ファンのインバータ制御、外気導入量制御等 

・ファン・ポンプ用インバータ制御装置の設置 

【参考】 

（財）省エネルギーセンター ESCO 事業 

http://www.eccj.or.jp/esco/ 

ESCO 推進協議会（JAESCO） 
http://www.jaesco.gr.jp/ 

市立札幌病院 ESCO 事業 
http://www.city.sapporo.jp/hospital/hospital/introduction/energy.html 

 

ｅ 低負荷運転時の運転台数制御  

夜間や休日など負荷が低い時間帯に、空調や熱源機器等、各種設備の運転台数を制御するよう努

めましょう。これにより、エネルギー使用量の節減が可能です。 

 

【参考】 

（財）省エネルギーセンター 運転台数の自動制御装置 
http://www.eccj.or.jp/law/m_l_term/detail/5.4/142.html 

 

ｆ 負荷平準化対策  

設備、機器の使用時間等を分散させ、電力使用の最大容量の低下や、病院内の熱発生量の低下に

努めましょう。これにより、病院内における負荷を分散させ、効率の良いエネルギー利用を実現

できます。例えば、夜間の安価な電力を使用して、熱エネルギーを蓄熱槽に蓄え、昼間の空調に

利用する蓄熱式空調システムを導入することにより、負荷の少ない夜間に日中の冷暖房のエネル

ギー利用を分散でき、冷暖房に必要なエネルギー使用の最大容量を低減することが可能です。 

 

【参考】 

（財）ヒートポンプ・蓄熱センター 蓄熱式空調システム 
http://www.hptcj.or.jp/chikunetu/index.html 

投資が必要

投資が必要

投資が必要
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-８ 施設管理部門 

【二酸化炭素排出量の削減】 

ｇ 省エネルギー、新エネルギー等設備の導入  

コジェネレーションシステムなどの高効率エネルギー利用システムや、太陽熱利用や太陽光発電

等の新エネルギーを活用するほか、雪氷冷熱エネルギーの積極的な利用を推進することで、エネ

ルギーの使用量を節減することが可能です。 

また、地下水の冷却用途への利用なども、省エネルギーの有効な手段と言えます。 

 

※コジェネレーションシステム 

発電機で電気を作るときに使用する冷却水や排気ガスなどの熱を、温水や蒸気の形で同時に利

用するシステムです。温水は給湯・暖房、蒸気は冷暖房・病院の熱源などに利用できます。こ

のように電気と熱を無駄なく有効に利用できるため、燃料が本来持っているエネルギーの利用

効率（総合エネルギー効率）は、約 70～80％にも達します。 

 

※雪氷冷熱エネルギーの有効利用 

積雪の多い寒冷地域においては、雪氷冷熱エネルギー利用の研究や導入が進められています。

冬期間の積雪を保管し、夏期の建築物や貯蔵庫の冷房等に利用することにより、エネルギーの

使用量を節減することが可能です。札幌市内でも積極的な導入が行われています。 

 

【具体的な事例】 

・ＪＲ札幌駅北口融雪槽 

・モエレ沼公園ガラスのピラミッド「ＨＩＤＡＭＡＲＩ」 

・建設業単身・独身寮（市内宮の森） 

 

【参考】 

美唄自然エネルギー研究会（雪氷冷熱利用関連） 
http://www.net-bibai.co.jp/eneken/ 

 

②空調・冷凍設備、ポンプ・ファン、コンプレッサ等の管理 

ａ 自動制御設備の導入  

インバータなど自動制御設備により、空調等のファンやポンプの回転数をコントロールすること

で、空調等の流量を最適にするよう努めましょう。これらにより、過剰なエネルギー消費を防

ぎ、消費電力量等の節減が可能です。 

 

※インバータ制御 

インバータにより周波数をたとえば 20～120Hz に変化させ、モータに直結している圧縮機の回

転数を 1200～200rpm に変化させることで連続容量を制限します。 

※ＶＡＶ制御 

送風機の電力量を節減するため、各ゾーンを最適風量に設定し、空調機風量の回転数制御を行

います。 

※ＶＷＶ制御 

ポンプの電力量を節減するため、変水量送水圧設定制御を行い、空調負荷低負荷時に、設定圧

を下げるポンプの回転数制御を行います。 

 

【参考】 

（財）省エネルギーセンター 
http://www.eccj.or.jp 

 

 

投資が必要

投資が必要
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-８ 施設管理部門 

【二酸化炭素排出量の削減】 

ｂ 廃熱の利用  

空調などから発生する余剰熱や冷気を回収し、新たなエネルギー源として再利用するシステムの

導入を検討しましょう。導入により、エネルギー使用量の節減が可能です。廃熱は、ヒートポン

プ等を使ってエネルギー源として回収され、暖房などに利用できます。 

 

※ヒートポンプ 

「温度の低いものから温度の高いものへ熱を移動する」役割を果たし、熱源の効率的利用を可

能にするシステムです。平均で、入力した動力エネルギーの３倍程度の熱が利用できます。ガ

スヒートポンプでは、ヒートポンプの暖房能力に加え、冬はガス廃熱の回収も行われるため、

より高い効果がみられます。空調等の運転が効率的となり、エネルギー使用量の節減が可能と

なります。 

内部発熱が大きい場所の空調設備や、電気室などの常時発熱が期待される場所の空調設備によ

り熱を回収し、蓄熱を行い、その熱を建物の暖房等に利用します。 

 

【参考】 

（財）ヒートポンプ・蓄熱センター 
http://www.hptcj.or.jp 

 

ｃ その他省エネ設備の導入  

病院全体、あるいは一定の温度管理が必要とされる場所への断熱強化や、日射・外気の遮断、有
効利用などの管理が可能な施設、設備等を導入することにより、空調への負荷が低減し、エネル
ギー使用量の節減が可能です。 

 

ｄ 適正な圧力設定と圧力損失の低減  

コンプレッサ等を適正な圧力で利用し、無駄な圧縮を避けるよう努めましょう。これにより、圧

縮時の負荷を低減できます。 
配管や機器との結合部分の漏えい防止のための日常点検の実施や、コンプレッサと配管端末の距
離を短縮して損失を低下させ、所要空気圧を下げることにより、高い効果が期待できます。 

 

ｅ 保冷・冷凍設備の管理  

保冷・冷凍設備は扉の開閉に伴い、冷気が外部へと流出し損失となります。従業員への意識付け
や扉の二重化などにより、開閉時の冷熱損失を低下させましょう。これにより、エネルギー使用
量の増加を防ぐことができます。保冷・冷凍設備については、スペースを縮小することでも効率
を高めることができるため、保冷等が必要な製品容量に応じた適切な倉庫容積とすることによっ
ても、エネルギー使用量の節減が期待できます。また、冷熱等を搬送する配管については、断熱
素材等で包むなど冷熱の損失を低減させることにより、無駄なエネルギー使用量を抑えることが
できます。 

 

ｆ 外気冷気の活用  

春、秋の朝夕や冬期において、外の冷気を活用する方法です。冷蔵室、冷蔵庫などの温度低下過
程に冷凍機を稼動する必要がないため、熱源動力、冷水搬送動力のエネルギー使用量の節減が可
能となります。 
 
【具体的な事例】 
・秋から冬、春にかけて外気を利用 

投資が必要

投資が必要

LET’S　TRY!

LET’S　TRY!

まずはこれから!
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-８ 施設管理部門 

【二酸化炭素排出量の削減】 

③ボイラー、蒸気系統、熱交換器等の管理 
ａ 適切な空気比、蒸気圧力の設定  

燃料を完全燃焼させるためには、適切な空気比、蒸気圧力の設定が欠かせません。過度な空気

比、蒸気圧力では、使用するエネルギー量が大きくなるだけではなく、排ガスやドレンなどの発

生量も増加してしまいます。 
設備に応じた適切な空気比、蒸気圧力等を把握し、それを維持して運転させるようにしましょ
う。これにより、エネルギー使用量の節減につながります。 

 

ｂ 外壁面、配管等からの熱損失の低減  

ボイラーの外壁面、配管などに断熱材の使用などの保温対策を施すほか、日常点検等の実施に

よって蒸気等の漏えいを防止しましょう。これにより、熱損失を低減し、エネルギーを節約でき

ます。 
また、配管経路の見直しを図り、より短い経路で端末まで蒸気等を搬送することにより、さらに
効果が高まります。 

 

ｃ 廃熱の回収、利用  

ボイラー等の稼働により発生する排ガス、廃熱、ドレン、排温水等を回収し、エコノマイザーや

熱交換器を通じて、給水等に熱を有効活用するよう努めましょう。これにより、エネルギー使用

量を節減することができます。 

 

※熱交換器 

隔壁を通じて２つの流体間で熱の授受を行わせて、加熱、蒸発、冷却、凝縮などの用途に使用

するもので、廃熱の再利用に用いられます。温度と湿度を回収する全熱交換器と、温度のみを

回収する顕熱交換器があります。 

 

※エコノマイザー 
ボイラーから発生する排ガス熱等を回収し、ボイラーの給水予熱として再利用する設備です。
ボイラーの燃焼効率が高まることにより、エネルギー使用量の節減のほか、不完全燃焼時に発
生する窒素酸化物などの排ガス発生抑制にもつながります。 

 

ｄ アキュムレーターの設置  

アキュムレーターを設置し、ボイラーへの急激な負荷を低減することにより、ボイラーの設備容

量を小さくすることができるとともに、安定した蒸気供給が可能となり、燃料使用量の節減につ

ながるほか、排ガスの発生も抑制します。 

 

※アキュムレーター 
ボイラーで発生させた熱水を蓄えておき、蒸気使用量が多い場合に、自己蒸発作用によって蒸
気を発生させ、蒸気の不足分を補う機器です。ボイラーの急激な負荷変動を防ぎ、効率を向上
させることができます。 

 

LET’S　TRY!

LET’S　TRY!

投資が必要

投資が必要
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-８ 施設管理部門 

【二酸化炭素排出量の削減】 

④受変電設備、電動機、照明の管理 
ａ 契約電力の低減  

病院内の最大需要電力量を把握し、適正な電力量での契約を行いましょう。これにより、設備等

に対して過度な契約電力となることを防止できます。負荷の平準化などを行うことで、さらに効

果を高めることが可能です。 

また、変圧器等の設備容量を、病院内の負荷設備の需要実績と将来変動を考慮して、必要充分な

構成にすることにより、省エネルギー化を図ることができます。 

 

【具体的な事例】 

一般的な工業用電力の電気料金は、以下のように定められています。 

 

電気料金＝（基本料金＋電力量料金－割引料金±燃料調整費）×1.05 

 

このうち、基本料金は以下のように計算します。 

 

基本料金＝契約電力[kW]×単価[円/kW]×（1.85－力率） 

 

このとき契約電力が 500kW 未満の場合（高圧電力Ａ）、単価が 1,375 円/kW・月なのに対し、

500kW 以上の場合（高圧電力Ｂ）、単価が 1,963 円/kW・月と 1.4 倍強の料金となります（北海道

電力（株）からの買電の場合）。 

 

工業電力は通常、冷房負荷の高まる夏季昼間の時間帯に最大値が発生しますが、この最大需要電

力（30 分間の平均電力の最大値）が 500kW を超えると、以降１年間は単価の高い高圧電力Ｂでの

契約となり、費用面での負荷が増大します。 

このため、契約電力が 500kW に近い事業者は、最大需要電力が 500kW を超えないよう、短時間遮

断可能な負荷設備をコントロールすることにより、基本料金を抑えることが可能となります。 

 

＜Ａ社の事例＞ 

 

 
 

LET’S　TRY!
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-８ 施設管理部門 

【二酸化炭素排出量の削減】 

デマンドコントロール装置などを有効に利用し、事業活動に影響を及ぼさない範囲で負荷の平準

化を行うことにより、一時的に発生する過剰な電力使用を回避し、安価な契約電力で使用するこ

とが可能となります。 

測定や装置導入には一定程度のコストが必要となります。他のエネルギー利用の効率化の取組を

含め、（財）省エネルギーセンターが実施している「工場の省エネルギー診断サービス」等を活

用し、自社の実態にあった取組を行なってください。 

 

【参考】 

（財）省エネルギーセンター 省エネルギー診断サービス 
http://www.eccj.or.jp/audit/fct3/ 

 

ｂ 変圧器の集約化  

変圧器は電源が入っていれば無負荷の場合でも電力の損失（無負荷損失）が生じます。変圧器に
かかる負荷は55～75％負荷時が最も効率がよいとされており、軽負荷時には無負荷損失が大きく
なってしまいます。変圧器の容量に対して設備負荷が小さい場合は、変圧器を集約化して、負荷
を適正範囲内に調整しましょう。これにより、無負荷損失を抑制することが可能です。 

 

ｃ 電動機の適正管理、省エネ型機種の導入  

コンベア等の駆動に用いる電動機は、負荷のかかる時間を把握し、無負荷運転時に駆動停止する
などの対策を行うことにより、無駄なエネルギー使用を抑えることができます。また、設備の更
新時には、誘導電動機と比較して省エネ効果の高い同期電動機を導入するよう努めましょう。こ
れにより、エネルギー使用量を抑制することが可能です。 
 
※同期電動機 
回転子に永久磁石が埋め込まれており、標準的な誘導電動機に対して高効率での運転が可能で
す。コスト的に割高なものが多いですが、連続運転時間が長い用途には同期電動機の方が有利
であると言われています。 

 

LET’S　TRY!

投資が必要
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-８ 施設管理部門 

【二酸化炭素排出量の削減】 

ｄ 照明設備の運用管理、省エネルギー化  

使用していない箇所や照明が必要ない箇所については消灯を徹底しましょう。これにより、電力

使用量を抑制できます。照明のスイッチを局所的に設置することにより、効果が高まります。 

また、照明器具を省エネルギー型や高効率のものに切り換えることにより、電力使用量の節減が

可能です。高効率ランプや自動点滅型、適正照度の維持、また白熱電球を電球型蛍光ランプに切

り換えるだけでも省エネルギー効果が得られます。 

 

※インバータ蛍光灯器具 

安定器にインバータ(周波数変換器)を採用して、周波数(50 又は 60 ヘルツ)を 4～5 万ヘルツに

変換して蛍光ランプを点灯させる蛍光灯器具です。(1)すぐ点灯する、(2)明るい、(3)ちらつき

がない、などの特長があります。従来の器具と比べて同じ明るさなら約 20％の省エネになりま

す。 

 

※Hf ランプ(高周波点灯専用ランプ) 

インバータ点灯(高周波点灯)専用の蛍光ランプで、管径が細く、4～5 万ヘルツの高周波で点灯

すると効率がよくなるよう設計されています。従来の蛍光ランプと比べて同じ明るさなら約 10

％省エネになり、寿命は 1.5 倍の 9,000 時間です。 

 

※自動点滅装置 

自動的に照明をオン、オフにします。昼光センサや人感センサ、タイマーなどがあります。 

 

【参考】 

（財）省エネルギーセンター 省エネ家電のすすめ（照明器具） 
http://www.eccj.or.jp/guide/house/light.html 

 

⑤設備機器の導入、更新、設定 

ａ 電気機器等の節電モード設定  

設定が可能な電気機器等を常に節電モードにしましょう。これにより、電力消費量の節減が可能
です。コピー機やパソコンなどのＯＡ機器や温水洗浄便座などには、節電機能がついているもの
が多いことから、これらを有効に活用することで、待機中の電力使用を抑制することができま
す。 

 

ｂ 自動販売機利用の適正化  

可能な範囲で自動販売機の設置を抑制しましょう。これにより、電力使用量の節減が可能です。
また、時間帯により販売機の電源を切断することで、無駄な電力使用を抑制できます。 
更新の際は、省エネ対応型の自動販売機を導入することで、電力使用量の節減が期待できます。 

 

ｃ 空調の使用時間や範囲の設定  

空調の使用時間や範囲をできるだけ限定しましょう。これにより、エネルギー使用量の節減が可
能です。中間期の外気冷房等、省エネルギー設備等の導入と組み合わせることで、より大きな節
減効果が期待できます。 
 
【具体的な事例】 
・運転開始、停止時間のチェック 

 

投資が必要

まずはこれから!

LET’S　TRY!

LET’S　TRY!
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-８ 施設管理部門 

【二酸化炭素排出量の削減】 

ｄ 低公害車の導入推進  

所有車等にハイブリッド車などの低公害車を率先して導入しましょう。これにより、化石燃料の
使用量の節減が可能です。 
 
※低公害車 
低公害車は、窒素酸化物（NOx）や粒子状物質（PM）等の大気汚染物質の排出が少ない、または
全く排出しない、燃費性能が優れているなどの環境にやさしい自動車です。 

 
【参考】 
札幌市「エコカーに乗ろう！」 

（低公害車普及啓発パンフレット：札幌市環境局にて配布しています）
環境省 低公害車ガイドブック2005 
http://www.env.go.jp/air/car/vehicles2005/frame-1.htm 

 

投資が必要



 

56 

Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-８ 施設管理部門 

【資源の有効利用】 

【資源の有効利用】 
具体的な取組 分 類 CHECK

a 受水タンクや配管等の保守点検・改修 まずはこれから!
  

b 節水コマの設置 まずはこれから!
  

c 元栓での水量の調整 まずはこれから!
 

 
① 節水設備等の導入、更新 

d 節水タイプの製品の導入 投資が必要
  

 

①節水設備等の導入、更新 

ａ 受水タンクや配管等の保守点検・改修  

施設の受水タンクや各フロアへの配管等に漏えいがないか、定期的な点検を行いましょう。これ
により、ロスが低減します。受水タンクや配管の漏えいは資源節約の目的のほか、衛生管理の観
点からも非常に重要となります。 

 

ｂ 節水コマの設置  

節水コマは、全開にしたときの水量は普通コマと変わりませんが、開度によって最大50％の節水
効果があります。水道蛇口に節水コマを取り付けることにより、かなりの節水効果がもたらされ
ます。 
ただし、絶対的な水量の低下により、使用感の低下につながる恐れもあります。設置箇所の特性
などを考慮した上で、問題がないと考えられる範囲で導入を検討してください。 
 
※節水コマの効果 
蛇口の開度が90度の場合、使われる水の量は1分間6リットルと、通常時（12リットル/分）の半
分となります。 

 

ｃ 元栓での水量の調整  

施設全体で水量の調整を行なっても不具合が出ない場合、元栓の開き具合によって水量を調整す

ることもできます。 

施設内で最も水圧が必要とされる箇所に合わせて元栓の開き具合を調節し、必要以上の水圧とな

らないよう心がけましょう。これにより、節水効果が期待できます。 

 

ｄ 節水タイプの製品の導入  

トイレや洗濯機などに節水型の機器を率先して導入しましょう。これにより、節水が促進されま

す。また、トイレ用擬音装置などの機器を取り付けることで、余分な水使用量を削減することが

可能です。 

 

※節水型トイレ 
従来型の水の使用量が12～20リットルなのに対して、8～12リットルと最大で12リットル程度の
節水効果が見込めます。 

 

まずはこれから!

まずはこれから!

まずはこれから!

投資が必要
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-８ 施設管理部門 

【廃棄物の排出抑制】 

【廃棄物の排出抑制】 
具体的な取組 分 類 CHECK

a ごみの減量、圧縮 投資が必要  
① 廃棄物の適正処理 

b 感染性廃棄物の高圧蒸気滅菌処理 投資が必要  

 

①廃棄物の適正処理 
ａ ごみの減量、圧縮  

発生したごみについては、できる限り減量や圧縮を図りましょう。これにより、廃棄物の収集運
搬の効率が高まり、二酸化炭素の排出削減等につながるほか、処理費用も削減することができま
す。 
生ごみなど、水分の含有率が高いごみなどが多く発生する場合には、処理機等により減量、リサ
イクルなどを行うことで、排出量と処理費用の削減が期待できます。 
 
【具体的な事例】 
・生ごみ処理機、ごみ圧縮機等の使用 

 

ｂ 感染性廃棄物の高圧蒸気滅菌処理  

感染性廃棄物は、特別管理産業廃棄物処分業者等に委託して処理されるケースが一般的ですが、
院内で焼却や溶融、高圧蒸気滅菌、乾燥滅菌、消毒により感染性を失わせることが可能な場合
は、院内で処理することが義務付けられています。 
特に高圧蒸気滅菌は、焼却や溶融に比べて設備も比較的小規模で済み、また幅広い感染性廃棄物
に適用可能なことから、院内での感染性廃棄物の中間処理方法として導入が進みつつあります。 
高圧蒸気滅菌処理を行った感染性廃棄物は、非感染性廃棄物として、分別、リサイクルが可能と
なることから、処理が安価な資源ごみや事業系一般廃棄物として処理委託することができるよう
になり、環境面に加え、経営的な面からも高い効果が期待できます。 
感染性廃棄物を大量に排出する医療機関においては、高圧蒸気滅菌処理装置の導入を検討しま
しょう。 
 
＜市立札幌病院の事例＞ 
市立札幌病院では、平成15年度より高圧蒸気滅菌装置を感染性廃棄物の処理に導入し、院内で
の滅菌処理を行っています。 
この処理により、同院では感染性廃棄物の一部を処理費用の安い事業系一般廃棄物として排出
しており、全体的な廃棄物処理費用は、導入前の14年度と比較すると、56.6％の削減を達成し
ています。設備投資分は、この処理費用の削減により３年程度で償却されています。 

投資が必要

投資が必要
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-８ 施設管理部門 

【公害防止／法規制の遵守】 

【公害防止／法規制の遵守】 
具体的な取組 分 類 CHECK

a フロンガスの適切な管理・回収 法規制関連
  

① 有害物質等の管理 
b ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）の適正な保管 法規制関連

  

② 大気汚染の防止 a 大気汚染物質発生設備の適切な管理 法規制関連
  

a 自主管理基準などによる排水水質の管理 法規制関連
 

 
③ 水質汚濁の防止 

b グリーストラップの設置 投資が必要
  

a 騒音・振動発生設備の適切な管理 法規制関連
  

④ 騒音・振動の防止 
b 低騒音型設備の採用 投資が必要

  

⑤ 悪臭の防止 a 生ごみ脱臭設備の設置 投資が必要
  

a 食品リサイクル法の遵守 法規制関連
  

⑥ その他法規制等の遵守 
b アスベストの適正な除去 投資が必要

  

 

①有害物質等の管理 
ａ フロンガスの適切な管理・回収  

オゾン層破壊物質であるフロンが使用されている機器（業務用冷凍空調設備等）については、適
正な管理を行い、漏えいなどの事故防止に努めます。また、機器を廃棄する際は、「特定製品に
係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」により、業務
用冷凍空調機器及びカーエアコンからのフロンの回収等が義務づけられていることから、適切な
回収委託を行います。 
 
【参考】 
環境省 フロン回収破壊法 
http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/index.html 

 

ｂ ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）の適正な保管  

有害廃棄物であるＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）を使用している製品の使用を取りやめた際に
は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推
進に関する特別措置法」に基づき、適正な保管を行うとともに、保管状況等を届出することが必
要となります。 
※ＰＣＢ使用製品例：トランス、コンデンサ、蛍光灯の安定器など 
 
【参考】 
環境省 ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の適正な処理に向けて 
http://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/index.html 

 

法規制関連

法規制関連
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Ⅱ編 具体的な行動事例   

Ｃ-８ 施設管理部門 

【公害防止／法規制の遵守】 

②大気汚染の防止 
ａ 大気汚染物質発生設備の適切な管理  

ばい煙等大気汚染物質を発生する設備については、「大気汚染防止法」「札幌市生活環境の確保
に関する条例：大気の保全に係る規制」に基づき、適正な管理を行い、規制基準を遵守します。 
 
【具体的な事例】 
・重油ボイラーからクリーンエネルギーへ熱源の見直し 
・ボイラー、常用発電機の改修 
 
【参考】 
札幌市 環境保全のページ（環境の概況：大気汚染） 
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/taiki_osen/index.html 

 

③水質汚濁の防止 

ａ 自主管理基準などによる排水水質の管理  

汚水の排出については、「水質汚濁防止法」「下水道法」に基づき、排水設備や排水処理施設な
どの適正な維持管理を行い、水質基準（規制基準）を遵守します。また、排水処理施設の自主的
管理基準を定め管理するなどにより、病院から排出する水質の向上を図り、排水の汚濁軽減に努
めます。 
医療機関においては、多くの薬品等が使用されるため、水質への環境負荷が大きいと考えられる
ことから、特に慎重な排水対策が求められます。 

 

ｂ グリーストラップの設置 

グリーストラップ(油類分離槽)設置で排水処理施設の浄化機能の効率化を図り、排水の汚濁防止
に努めます。また、１週間に一度程度の間隔で定期的に、蓄積したグリースや浮遊物質、沈殿
物を除去することにより、高い浄化効果を維持することが可能です。 
 
【具体的な事例】 
・グリーストラップ内をオゾンにより浄化し、常に高い浄化効果を維持 

 

④騒音・振動の防止 

ａ 騒音・振動発生設備の適切な管理  

騒音・振動を発生する設備については、「騒音規制法」「振動規制法」「札幌市生活環境の確保
に関する条例：騒音に関する規制」に基づき、適正な管理を行い、規制基準を遵守します。 

 

ｂ 低騒音型設備の採用  

設備更新時には、低騒音・低振動型の設備を採用し、騒音・振動の防止に努めます。 

 

⑤悪臭の防止 

ａ 生ごみ脱臭設備の設置  

生ごみ保管場所に脱臭装置等を設置することにより、生ごみから発生する悪臭の防止に努めま
す。 

法規制関連

法規制関連

法規制関連

投資が必要

投資が必要
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-８ 施設管理部門 

【公害防止／法規制の遵守】 

⑥その他法規制の遵守 
ａ 食品リサイクル法の遵守  

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（通称：食品リサイクル法）」の施行により、
全ての食品関連事業者が平成 18 年までに、食品廃棄物の再生利用等の実施率を 20％以上に向上さ
せることが目標とされており、この達成を目指して、食品廃棄物の発生抑制、再生利用、減量に
努めます。 
 
【参考】 
環境省 食品リサイクル関連情報 
http://www.env.go.jp/recycle/food/ 

（財）食品産業センター 循環型社会をつくるための法体系（食品リサイクル法） 
http://www.shokusan.or.jp/kankyo/outline/ol_g.html 

 
ｂ アスベストの適正な除去  

アスベスト被害が社会問題化していることを受け、各事業者においてアスベスト含有吹付け材等

の使用実態を把握する現場調査や試料分析が積極的に行われているところです。 

実態把握が済んでいない事業者においては適切な調査が望まれるとともに、分析により人体への

影響が懸念される場合にあっては、速やかな除去作業を実施することが求められています。 

また、分析の結果により、人体への影響はないという結果であっても、安全対策に万全を期すた

め、完全除去を行う例も数多くあります。 

内外からの意見を参考として、できる限りの対策を実施することが期待されます。 

 

【参考】 

厚生労働省 ～アスベスト（石綿）情報～ 

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html 

 

 

法規制関連

投資が必要
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-８ 施設管理部門 

【その他の環境配慮】 

【その他の環境配慮】 
具体的な取組 分 類 CHECK

① 
地下タンク等の定期的な機

密点検 
a 重油・灯油等のタンク及び配管等の機密点検の実施 LET’S　TRY!  

② シックハウス対策の実施 a 施設更新の際のシックハウス対策 投資が必要  

 

①地下タンク等の定期的な機密点検 
ａ 重油・灯油等のタンク及び配管等の機密点検の実施  

建設から長期間が経過した建物においては、重油や灯油等のタンク類や配管等が老朽化により破

損し、内容物が漏えいする危険性があります。特に、地下に埋設されている場合は、漏えいが

あっても気がつきにくいため、その予防には定期的な点検の実施が重要となります。 

築年数に応じて適切に定期点検を行いましょう。これにより、土壌、地下水等の汚染を予防でき

るとともに、漏えいによるロスを低減することが可能です。 

 

②シックハウス対策の実施 
ａ 施設更新の際のシックハウス対策  

施設の設計にあたっては、十分な換気性能を確保するとともに、有害物質の放散が少ない接着剤

や建材などの使用を推進しましょう。これにより、施設利用者のシックハウス症候群発症等の危

険性を低下させることが可能です。 

 

※シックハウス症候群 

住宅の新築や改装工事後、住宅建材から室内に放散する揮発性化学物質やダニアレルゲンが原

因とされる体調不良または健康障害を指しますが、その定義は明確ではありません。病気のメ

カニズムや治療法も解明されていないため、メーカー、施工者、利用者それぞれが安全・健康

の確保を考えていく必要があります。 

 

【参考】 

特定非営利活動法人環境問題総合研究所 

http://www.kankyomondai.jp/ 

 

LET’S　TRY!

投資が必要
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-９ 事務部門 

【二酸化炭素固定量の増加】 

Ｃ－９ 事務部門 

 

【二酸化炭素固定量の増加】 
具体的な取組 分 類 CHECK

① 緑化・植樹 a 敷地内の緑化 LET’S　TRY!
 

 

 

①緑化・植樹 

ａ 敷地内の緑化  

病院敷地内の緑化に努めましょう。これにより、二酸化炭素固定量の増加に寄与することができ
ます。 

 

LET’S　TRY!
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-９ 事務部門 

【廃棄物の排出抑制】 

【廃棄物の排出抑制】 
具体的な取組 分 類 CHECK

a 印刷・コピーの利用者及び枚数の管理 投資が必要  

b グループウェアの導入による院内文書の電子化 投資が必要  

c データベース等の利用によるカルテ等の文書の電子化 投資が必要  

d 排紙回収箱の効果的な設置 LET’S　TRY!  

① 用紙の節約 

e 個人情報・電算データ等書類の再生紙原料としてのリサイクル LET’S　TRY!  

a 分別用ごみ箱（回収箱）の適正な設置 LET’S　TRY!  
② その他廃棄物の適正処理 

b ごみ箱の効率的な配置 LET’S　TRY!  

③ 無駄のない購入計画 a 余剰の発生しない計画的な物品購入 まずはこれから!  

a ホームページなどの活用による広報用資料等の節減  LET’S　TRY!  

b 印刷物の統廃合、ページ、部数削減 LET’S　TRY!  ④ 広報等における用紙節約 

c 印刷物の小ロット発注、廃棄量の削減 まずはこれから!  

a 廃棄物の排出実態の把握 まずはこれから!  

b 適正な廃棄物処理業者の選定 法規制関連  

c マニフェストの適正な管理 法規制関連  
⑤ 総合的な廃棄物管理 

d 廃棄物の分別ルールの見直し LET’S　TRY!  

 

①用紙の節約 

ａ 印刷・コピーの利用者及び枚数の管理  

プリンターの管理ソフトや、コピー機のカードシステムの採用など、印刷・コピーを行った人や
枚数などを管理し、適宜指導などを行いましょう。これにより、用紙利用に対する意識を高める
ことができます。 

 

ｂ グループウェアの導入による院内文書の電子化  

個々人のパソコンを利用できる環境にある場合は、グループウェアを導入しましょう。これによ
り、回覧や予定表、会議資料等多くの内部文書を電子化することが可能です。 
 
※グループウェア 
内部ＬＡＮを活用して情報共有やコミュニケーションの効率化を図り、グループによる協調作
業を支援するソフトウェアです。主な機能としてはメンバー間でスケジュールを共有するスケ
ジューラ機能、電子メール機能、電子会議室機能、電子掲示板機能、文書共有機能、ワークフ
ロー機能などがあります。その利便性の高さから大学等でも導入が進んできています。 

 
【参考】 
グループウェア徹底比較【グループウェアとは】 
http://www.group-net.jp/ 

 

投資が必要

投資が必要
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-９ 事務部門 

【廃棄物の排出抑制】 

ｃ データベース等の利用によるカルテ等の文書の電子化  

膨大な情報量を紙ベースで保有することは、紙資源の利用の観点に限らず、必要情報の取得等の
観点からみても、必ずしも効率的ではありません。 
データベース等を活用し、院内文書の電子化を進めましょう。これにより、用紙使用の節減を図
るとともに、効率的な文書の管理が期待できます。 
医療機関においては、カルテの電子化が進められています。電子カルテシステムの導入にあたっ
ては、大きな投資が必要となるだけでなく、実際の利用者となる医療系スタッフとの綿密な打ち
合わせ、共通認識が必要となります。導入の目的や期待する効果を明確にし、実態に合ったシス
テムのあり方を検討していくことが重要です。 
 
＜札幌市内の医療機関の事例＞ 
市内のある医療機関（約90床）では、膨大
な患者の検査情報等の管理を目的に、医用
画像閲覧システムと医用放射線画像管理シ
ステムの導入、画像検査におけるフィルム
レス・ペーパーレス運用を実施していま
す。 
これらの取組により、用紙節減や廃現像液
等の廃棄物削減が実現されたのはもちろ
ん、検査情報を院内全体で共有できること
や、複数の検査結果を一画面で確認できる
こと、フィルムを探す手間がなくなったこ
となど、スタッフの作業効率の向上に大き
く貢献しています。 
また、作業の効率化により、より質の高い
医療サービスの提供にもつながっており、
業務を円滑に進める上で欠かせないシステ
ムとなっています。 

 

ｄ 排紙回収箱の効果的な設置  

裏紙として使用可能なもの、古紙として回収をお願いするもの、いずれについても、用紙サイズ
や種類に応じて、回収箱を適切な場所に設置しましょう。これにより、紙の再利用を促進しま
す。 

 

ｅ 個人情報・電算データ等書類の再生紙原料としてのリサイクル  

伝票など電算処理用の特殊な用紙についても、再生紙原料として古紙回収業者等に回収してもら
いましょう。これにより、用紙の再利用が進みます。 
個人情報等が記載された用紙等も含め、情報セキュリティの観点から漏えい防止措置が必要な書
類については、シュレッダーにかけるだけではなく、専門業者による溶融再生処理等を行うよう
努めることで、守秘管理だけでなくリサイクルも実現できます。社会貢献の観点からも、リサイ
クル可能な用紙については、極力適正な処理をするよう努めましょう。 
札幌市では、機密書類の処理が可能な古紙回収業者の紹介を受けられる問い合わせ先として、関
連組合の事務局を紹介していますので、必要に応じてお問い合わせください（下記URL参照）。 
また、札幌商工会議所では、機密書類を安全・確実に裁断処理してリサイクルし、さらにシステ
ム利用料金の一部を桜の植樹事業に活かす「さくら彩彩」というシステムを提供しています。詳
細については、同商工会議所へお問い合わせください。 
 
【参考】 
札幌市環境局 清掃ホームページ 紙リサイクルの手引き 機密書類の処理について 
http://www.city.sapporo.jp/seiso/jigyousyo/kosi3.html#kimitsu 

札幌商工会議所 セキュリティー＆グリーンシステム 「さくら彩彩」 
 （問い合わせ先）部会産業２課 TEL：011-231-1374 

投資が必要

LET’S　TRY!

LET’S　TRY!

（左）システムサーバー 

（右上）医用画像診断モニタ（右側）と通常のモニタ

（右下）画像情報、検査情報確認画面 
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-９ 事務部門 

【廃棄物の排出抑制】 

②その他廃棄物の適正処理 
ａ 分別用ごみ箱（回収箱）の適正な設置  

分別を徹底するには、その内容に応じた分別用のごみ箱が必要です。わかりやすい表示と目につ
きやすい設置場所を心がけ、適切な分別を促進しましょう。これにより、廃棄物の削減が期待で
きます。 

 

ｂ ごみ箱の効率的な配置  

人員数と配置、ごみの発生量等を考慮して、ごみ箱の適正な配置や数の見直しを図りましょう。
これにより、廃棄物の削減効果が期待できます。 
個人用のごみ箱を撤去することにより、分別の徹底を促し、ごみを出さない意識を高めるといっ
た方法も効果的です。 

 

③無駄のない購入計画 
ａ 余剰の発生しない計画的な物品購入  

在庫と通常の使用量等を考慮して、適切かつ効率的な物品購入計画を立てましょう。これによ
り、無駄な物品の購入を回避することができます。物品の購入が適切に行われることにより、廃
棄物の発生量も抑制することが可能です。 

 

④広報等における用紙節約 
ａ ホームページなどの活用による広報用資料等の節減  

ホームページなどの電子媒体を有効に活用し、病院のＰＲや情報公開を効率的に行いましょう。
これにより、紙媒体での広報資料や報告書などにおける用紙使用量を節減できます。 

 

ｂ 印刷物の統廃合、ページ、部数削減  

各種パンフレットや報告書など、外部へ発注している印刷物について、内容の見直しを行い、可
能な範囲で印刷物の統廃合やページ、部数の削減などを行いましょう。これにより、紙資源の効
率的利用が期待されます。 

 

ｃ 印刷物の小ロット発注、廃棄量の削減  

印刷物については計画的な利用を行い、必要最小限のロットによる発注を心がけ、無駄に廃棄す
ることのないよう努めましょう。 

 

LET’S　TRY!

LET’S　TRY!

LET’S　TRY!

まずはこれから!

 まずはこれから!

 LET’S　TRY!
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-９ 事務部門 

【廃棄物の排出抑制】 

⑤総合的な廃棄物管理（廃棄物管理責任者） 
ａ 廃棄物の排出実態の把握  

院内からどのような廃棄物がどれだけ発生し、排出され、どの処理業者に受け渡され、どういっ
た処理が行われているか、という使用後から最終処分までの廃棄物のフローを把握することは、
適正かつ効率的な廃棄物処理体制の構築において非常に重要な要素と言えます。 
例えば、廃棄物の分別の種類に応じて、その発生量、保管方法、保管場所、中間処理・最終処分
の方法とその場所などを整理することにより、医療機関としてまず取り組むべき、あるいは見直
すべき項目が見えてくる場合があります。 
継続的改善を図る上でも、このような廃棄物の排出・処理のフローを押さえ、定期的にその動向
を把握していくことが大切です。 
 
■廃棄物排出実態把握用フロー（74ページ）を参考にしてください。 

 

ｂ 適正な廃棄物処理業者の選定  

医療機関から排出される廃棄物は、感染性廃棄物をはじめ多岐にわたり処理方法も異なることな
どから、種類に応じて、適正な廃棄物処理業者を選定することが必要となります。 
現在、青森・岩手県境での医療廃棄物等の不法投棄※など、廃棄物の不法投棄に関連した事件やト
ラブルが相次いで発生していることを受け、排出者責任が強く問われるようになってきていま
す。 
既に廃棄物処理法の改正により、条件によっては不法投棄の撤去費用を排出者に負担させる仕組
みも構築されており、収集運搬・処理業者による医療廃棄物の不法投棄等に関しても、悪質と考
えられる場合は排出者である医療機関が廃棄物処理法違反で刑事責任を問われるケースも想定さ
れてきています。 
このようなことから、廃棄物処理業者の選定にあたっては、業の許可（事業の範囲や許可条件等
含む）の確認や、現場での処理実態の把握、委託契約に関する対応等、様々な項目を総合的に判
断することが重要です。 
東京都医師会が、医療廃棄物適正処理推進協議会及び同協議会専門部会により検討し作成した
「医療廃棄物適正処理のためのチェックリスト」をホームページで公開しているほか、本マニュ
アルでも、医療廃棄物管理に関するチェックリストを掲載（73ページ）していますので、これら
を参考に適正な廃棄物処理業者を選定し、各種廃棄物の適正な管理、処理に努めましょう。 
 
※青森・岩手県境不法投棄事件の概要 
岩手県二戸市と青森県田子町にまたがる原野（約27ヘクタール）の敷地に、医療廃棄物を含む
燃え殻、汚泥、廃油、ごみ固形物など約82 万立方メートルが投棄されていることが明らかに
なった国内最大規模の不法投棄事件。 
現在、処理業者の破産・解散を受けて、排出事業者等への行政処分等、排出事業者等に対する
責任追及が行われており、今後の廃棄物の不法投棄にかかる対応のモデルケースとなるとされ
ています。医療廃棄物については、直接的に医療機関への排出責任が問われ、不法投棄を行っ
た処理業者へ処理を委託していた医療機関数社が自主的に排出分の廃棄物撤去を申し出、実施
されています。 

 
【参考】 
東京都医師会 「医療廃棄物適正処理のためのチェックリスト」 
http://www.tokyo.med.or.jp/kaiin/kankyo/kankyo02.html 

経済産業省 「排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン」 
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_policy/policy/governance.html 

 

まずはこれから!

法規制関連
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-９ 事務部門 

【廃棄物の排出抑制】 

ｃ マニフェストの適正な管理  

産業廃棄物の処理にあたっては、最終処分までの廃棄物の流れを明確にし、適正な処理による環
境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことを目的として、マニフェスト制度が制
定されています。 
廃棄物管理責任者は、マニフェストの適正な管理を行い、排出した廃棄物が適正に処理されたか
確認することが義務づけられています。 
マニフェストには、（社）全国産業廃棄物連合会が発行している複写式伝票を使用した紙のマニ
フェストと、（財）日本産業廃棄物処理振興センター（情報処理センター）が運営、管理する電
子情報を活用した電子マニフェストがあります。 
電子マニフェストは、入力が容易なことや記載漏れを防げること、保存の必要性がないことなど
利便性が高く、紙の節減にもつながることから、その活用が期待されます。 
 
【参考】 
（社）全国産業廃棄物連合会 

http://www.zensanpairen.or.jp/ 
（財）日本産業廃棄物処理振興センター 

http://www.jwnet.or.jp/ 

 

ｄ 廃棄物の分別ルールの見直し  

新しい医療資材等の導入などにより、医療機関から発生する廃棄物は日々変化していきます。ま
た、廃棄物の種類によっては、処理技術の進歩などによってリサイクル可能となる場合や、より
安価で効率のよい処理が可能となる場合もあります。 
廃棄物の分別ルールを定期的に見直しを行い、排出実態と処理体制によく注意を払うことによっ
て、効果的な廃棄物処理を行うことができます。 
 
【参考】 
大阪透析医会 病院廃棄物の分別と処理 
http://homepage3.nifty.com/dialysis-osaka/osakahome/topnx1.htm 

 

法規制関連

LET’S　TRY!
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-９ 事務部門 

【総合的な環境配慮】 

【総合的な環境配慮】 
具体的な取組 分 類 CHECK

a 環境への取組の推進体制の構築 まずはこれから!
 

 
① 推進体制の構築 

ｂ 環境マネジメントシステムの認証取得 投資が必要
  

a スタッフへの環境教育の徹底 まずはこれから!
 

 
② 環境教育の推進 

ｂ 委託業者、出入り業者への協力の要請 LET’S　TRY!
 

 

a 内部での環境コミュニケーション まずはこれから!
 

 
③ 環境コミュニケーション 

ｂ 外部との環境コミュニケーション LET’S　TRY!
 

 

a ホームページによる情報発信 LET’S　TRY!
 

 
④ 外部への情報発信 

b 環境報告書による情報発信 投資が必要
  

 

①推進体制の構築 

ａ 環境への取組の推進体制の構築  

環境に配慮した事業活動を行っていくためには、誰が何をどのように行うか、その統括を誰が行

うか、といった社内の体制整備が重要となります。まずは、環境意識の高いスタッフなどを中心

とした簡易な推進体制を構築し、負担が少なく取り組みやすい環境への取組（「☆まずはこれか

ら！」に分類される取組など）から実行し、徐々に取組の範囲を広げていきましょう。 

 

ｂ 環境マネジメントシステムの認証取得  

環境マネジメントシステムとは、事業者等の組織活動、製品及びサービスの環境負荷の削減と

いった環境パフォーマンスの改善を実施する仕組みが継続的に運用されるシステムのことです。 

環境マネジメントシステムでは、システム構築のための必要事項を定めている国際規格の

ISO14001や、環境省が推進する環境活動評価プログラムであるエコアクション21のほか、道内に

おいても、独自の認証制度である北海道環境マネジメントシステムスタンダードなど、多くの認

証制度が確立されています。このような制度を有効に活用し、環境負荷削減に計画的に取り組む

ことが、事業者に期待されています。 

システムの構築にあたってはスタッフ全員が一体となった体制整備をすることが重要となりま

す。Ⅰ編３節「環境に配慮した事業活動の効率的な推進のために」（９ページ）などを参考とし

て、各スタッフが連携して取組を行える体制の検討、構築を行いましょう。 

 

【参考】 

（財）日本適合性認定協会 

http://www.jab.or.jp/ 

エイチ・イー・エス推進機構 北海道環境マネジメントシステムスタンダード 

http://www.hokkaido.cci.or.jp/hes/ 

エコアクション21 財団法人地球環境戦略研究機関 持続性センター 

http://www.ea21.jp/ 

 

 まずはこれから!

投資が必要
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

Ｃ-９ 事務部門 

【総合的な環境配慮】 

②環境教育の推進 
ａ スタッフへの環境教育の徹底  

環境担当者が中心となり、スタッフそれぞれの役割に応じた取組指導や、環境意識の啓発を行い
ましょう。これにより、スタッフの意識改革を促し、取組の推進に努めます。 
 
【具体的な事例】 
・定期的な社内勉強会の実施 
・取組チェック表の利用 
 
＜札幌市の事例＞ 
札幌市では資源使用量等の削減を目的に、各職員にが「エコオフィス・エコドライブ行動表」
により、月毎に自分の行動を把握するようにしています。チェックする項目としては、大きく
「電気」「水」「紙」「再生紙」「燃料」「一般廃棄物排出量」「リサイクル率向上」「グ
リーン購入」「自動車利用」に分けられています。特に「グリーン購入」については、取組開
始時の実施率は87％でしたが、翌年には97％まで向上しており、職員の認識向上につながって
います。 
 

＜札幌市区役所の事例＞ 
札幌市Ａ区役所では、イントラネットを通じて、前年度と今年度の日累計の電力量を全職員に
配信し、実態を認識させることによって、職員の意識を高め、取組を促進させました。この結
果、前年対比で３％程度の削減を実現しています。 
また、Ｂ区役所においても同様の取組を行い、概ね３％の省エネルギー効果を出しています。 
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Ｂ区役所　日累計電力量（平成15年度及び平成16年度）例

日々の取組の結果を直接的に情報と
して提供することで、各従業員の取
組に対する意欲が向上します。

また、目標（少なくとも前年より削
減しようという気持ち）も明確とな
るため、それぞれの取組の効果がよ
り高まっていくと考えられます。

 

 
ｂ 委託業者、出入り業者への協力の要請  

院内業務の一部を委託している場合は、委託事業者に対して、病院としての環境配慮に対する考
え方などを説明し、理解をしてもらった上で、各部門で考えられる環境配慮への取組について、
対応してもらうよう協力を要請しましょう。 
また、出入り業者についても、同様に取組への理解をいただき、可能な範囲で環境への対応をし
てもらえるよう協力を要請しましょう。 

 

まずはこれから!

LET’S　TRY!
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【総合的な環境配慮】 

③環境コミュニケーション 
ａ 内部での環境コミュニケーション  

取組を効果的に進めていくためには、情報を発信するだけではなく、スタッフから様々な意見を
汲み上げ、より実態に合った取組へと改善していくことが重要となります。特に医療機関におい
ては、医師、看護師、技師等様々な職種のスタッフがいるため、共通の目的意識を持って取組に
あたれるよう、それぞれの考え方を調整するためのコミュニケーションが不可欠となります。 
環境を担当する事務局自体に部門間の意見調整機能を持たすとともに、積極的に各部門と意見交
換する機会を設け、組織全体の意思疎通を図っていくことが望ましいと言えます。 
 
【具体的な事例】 
・事務局と各部門毎の意見交換会の実施 
・イントラネットなどを用いた意見の収集 

 
ｂ 外部との環境コミュニケーション  

病院を利用している患者やその家族等に対して、環境配慮に関する情報の提供と環境配慮活動へ
の協力要請を行いましょう。これにより、病院全体での環境負荷の低減につながります。 
具体的には、ごみの分別や節電への協力呼びかけの院内掲示や、後述するホームページ・環境報
告書等による病院としての環境への取組状況の情報発信などが考えられます。 
特に、患者やその家族に対して、環境への取組に関する説明を行うことや、取組に対する同意を
得ることは、患者の療養環境を良好に維持していく上でも重要なことと言えます。 

 

④外部への情報発信 
ａ ホームページによる情報発信  

医療機関のホームページに環境関連のサイトを作り、環境への取組を地域だけでなく広く情報発
信しましょう。これにより、利害関係者等への普及啓発を推進します。 

 

ｂ 環境報告書による情報発信  

環境報告書とは、事業者が環境保全に関する方針・目標・計画、環境マネジメントに関する状
況、環境負荷の削減への取組の状況等について取りまとめ、一般に公表するものです。外部への
情報提供という役割だけでなく、利害関係者とのコミュニケーションが促進されることにより、
事業者の環境保全に向けた取組の自主的改善に役立つと考えられています。 
 
【参考】 
環境省 環境報告書ガイドライン（2003年度版） 
http://www.env.go.jp/policy/report/h15-05/ 

 

まずはこれから!

LET’S　TRY!

LET’S　TRY!

投資が必要
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～取組の進め方とツールの活用～ 

４．環境配慮活動を進めるために～取組の進め方とツールの活用～ 

 

医療機関における環境配慮活動については、医師、看護師、技師等の医療系スタッフ、事務系のス

タッフといった内部の従業員だけでなく、常駐する外部委託事業者や納品等の関係業者、さらには来

院する患者や見舞客等といったサービスの受け手も含めて、可能な限り一体となって取組を進めてい

くことが重要となります。 

そのためには、院内の環境の実態をよく把握した上で、「何にどう取り組んでいくか」を明確にし、

それを内部スタッフをはじめ院内に往来するすべての方にわかりやすく示していくことが必要です。 

 

取組の進め方としては、「二酸化炭素の排出抑制」、「廃棄物管理」などの環境への影響をカテゴ

リごとに、環境マネジメント構築にあたっての前提となる「実態把握」を行い、「計画（Plan）」、

「実施及び運用（Do）」、「点検及び是正（Check）」、「見直し（Act）」という、いわゆるＰＤＣ

Ａサイクルを回すことにより、継続的改善につなげていくのが効果的です。 

 

この章では、医療機関における環境への取組として特に重要と考えられるものの一つである「廃棄

物管理」を例に、それぞれの取組段階において利用可能と考えられるチェックリストや掲示のイメー

ジ等のツールを例示します。 

 

【ツールの活用について】 

ここで例示するツールは、一般的な考え方に基づいて作成されたものですが、特に分別の種類など

については、それぞれの医療機関によって異なることが考えられます。 

例示されたツールは、札幌市環境保全のページ－『サッポロＥＣＯメニュー』（下記ＵＲＬを参

照）で、加工可能なデータとして公開されていますので、それぞれの医療機関の実態に応じて、修

正、加筆等を行い、有効にご活用いただきたいと思います。 

 

■札幌市環境保全のページ－『サッポロＥＣＯメニュー』 

http://www.city.sapporo.jp/kankyo/management/ems_jyorei/eco_menu.html 
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■廃棄物の適正処理に関する取組促進の流れと活用ツール（例） 

ここでは、廃棄物の適正処理、リサイクルに関する取組を促進する一連の流れを例に、それぞれの

取組段階において利用可能と考えられるチェックリストや掲示のイメージ等を示します。 

 

＜廃棄物の適正処理、分別の徹底に取り組む場合のフロー＞

ＳＴＥＰ１
実態把握

○廃棄物管理の状況の確認
（適正な業者に処理委託をしているか、感染性廃棄物は適正に分別、管理されているか、など）

○廃棄物の種類や排出量に関する把握
（何がどれだけ排出されているか、誰が、どこで、どうやって処理しているか、など）

→①「産業廃棄物管理に関するチェックリスト」でＣＨＥＣＫ！

→②「廃棄物排出実態把握用フロー」でＣＨＥＣＫ！

ＳＴＥＰ３
行　動

○廃棄物の分別ルールの徹底と意識向上
（分別のルールや処理方法、処理費用の目安などを知ってもらう、など）

○取組促進のための内部環境の整備
（分別用のごみ箱や保管場所の確保、適正なリサイクル業者との委託契約、など）

→④「分別に関する院内掲示参考例」を参考に各病院版を作成！

→③「廃棄物の種類と分別による処理方法」等を参考に各病院版を作成！

■特にスタッフに対しての教育機会での意識啓発、行動促進を目的として

■院内掲示により、スタッフだけでなく、患者や来院者に対する行動促進を目的として

ＳＴＥＰ２
検討・計画

○取組の方向性を整理
（優先的に取り組むべきものとそうでないものを分類、など）

○目標、具体的な取組項目の検討、役割分担
（期限と数値目標の検討、「誰が何にどう取り組むか」の明確化、など）

ＳＴＥＰ４
点検・見直し

○日々の内部コミュニケーションの中での状況確認等
（日々の取組状況の確認、気づいた点等の抽出、など）

○定期的に取組の状況を確認
（廃棄物排出量の推移、分別状況の変化、など）

○点検結果を踏まえた改善
（不十分な取組の課題抽出・対策検討、新たな取組の検討など）

課題等抽出・要因の特定

経営層、院長等からのトップダウンでの取組開始

各スタッフ・関係者の継続的な取組実施

「ＥＣＯメニ
ュー」や市の
コンサルタン
ト派遣制度※

を活用

※札幌市では、希望する事業者に対し、実践的な環境負荷の低減及び経営改善が推進できるよう具体案を提示
　するとともに、継続的に環境保全行動へ取り組めるよう、コンサルタントを派遣しています。  
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【ＳＴＥＰ１ 実態把握】 ①産業廃棄物管理に関するチェックリスト 

 

NO チェック項目
チェック

結果
備考

 マネジメントに関して

1
「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づいて感染性廃棄物の取扱等に関する内部規
定を作成しているか

2 上記内部規定が現場で確実に行われるよう、施設内の関係者に周知徹底されているか

3 特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しているか

4 上記特別管理産業廃棄物管理責任者は廃棄物処理法施行規則第8条の17に従い選任しているか

5
特別管理産業廃棄物管理責任者は、管理規定に基づいて感染性廃棄物の排出、分別等に係る具体的な実施
細目を作成し、医師、看護師、清掃作業員等の関係者に周知・徹底させているか

6
特別管理産業廃棄物管理責任者は、感染性廃棄物の排出、分別について、感染症病床等の患者をはじめ、
関係者への周知を徹底させているか

 廃棄に関して

7 液状又は泥状のものと固形状のものを分別しているか

8 鋭利なものは他の廃棄物と分別しているか

9
梱包前の感染性廃棄物を移動させるときは、蓋の付いた容器に入れて蓋をし、カート等により移動させて
いるか

10
腐敗する恐れのある感染性廃棄物を長期保管する場合に、容器に入れ密閉し、冷蔵庫に入れる等、腐敗し
ように必要な措置を講じているか

11 保管施設は、周囲に囲いを設け、かつ、見やすい箇所に規則第8条の13（1）に従った表示を行っているか

12
感染性廃棄物に他の物が混入しないように仕切を設ける等の必要な措置を講じているか（規則第8条の13
第4号に記載の例外を除く）

13 注射針、メス等の鋭利なものは、耐貫通性のある堅牢な容器に入れて梱包しているか

14 固形状のものは、丈夫なプラスチック袋を二重にして使用する等、堅牢な容器を使用しているか

15 液状又は泥状のものは、廃液等が漏洩しない密封容器を使用しているか

16 感染性廃棄物は容器に入れた後に密閉しているか

17 感染性廃棄物の保管容器にはバイオハザードマークを表示しているか

18 上記バイオハザードマークは、性状に応じて色分けをしているか

19 非感染性廃棄物のラベルを使用しているか

20 可能な範囲で再生利用を行っているか

21 廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しているか

 委託に関して

22 廃棄物の処理は、都道府県知事または市長の許可を受けた者へ委託しているか

23
委託先の業者に対し、その処理業者に関する情報収集に努め、処理業者と打ち合わせを十分に行った上で
実施しているか

24 委託先の業者にあらかじめ種類、数量、性状等を通知する等の委託基準を遵守しているか

25 上記委託にあたっては、業者が提出した許可証の写し等により、必要な事項を確認しているか

26 委託先とは事前に書面により直接委託契約を結んでいるか

27 廃棄物を委託業者に引き渡す際に、マニフェストを交付しているか

 マニフェストに関して

28
マニフェストの写しが処理業者から返送された際に、廃棄物が最終処分まで適正に処理されたことを確認
しているか

29 送付されたマニフェストは5年間保管しているか

■各項目について、実施していれば○、していなければ×を記入してください。
■×の付いた項目には、実施していない理由、または実施に向けた対策を記入してください。  
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（
　

指
定
容

器
　

）

破
砕
・

焼
却

（
(株
)○

○
）

△
△
商
会

（
株

）
埋

立

（
△

産
業

（
株

）
）

（
◇
運
輸
(有
)）

※
容
器

に
は

バ
イ

オ
ハ

ザ
ー

ド
マ

ー
ク

記
載

委
託

処
理

費
用

（
○

○
○
千
円
）

委
託

処
理

費
用

（
○

○
○
千
円
）

委
託

処
理

費
用

（
○

○
○
○
千
円
）

【
Ｓ

Ｔ
Ｅ

Ｐ
１

　
実

態
把

握
】

　
②

廃
棄

物
排

出
実

態
把

握
用

フ
ロ

ー

委
託

処
理

費
用

（
○

○
○
千
円
）

■
■

　
点

検
・

改
善

方
策

の
検

討
の

ポ
イ

ン
ト

　
■
■

①
特
に

「
排

出
量

の
多

い
も

の
」

「
委

託
処
理
料

金
の

高
い

も
の

」
を

優
先

し
て

、
改
善
策

を
検

討
し

ま
し

ょ
う

。

②
ま

ず
、

「
購

入
」

「
使

用
」

段
階

で
、

ど
こ

か
改

善
で

き
る

点
は

な
い

か
を

検
討

し
ま

し
ょ

う
。

（
違
う

製
品

で
代
替
す
る
こ

と
で
廃
棄
物
が

減
る
、

使
い
方

を
丁

寧
に
し
長

く
使

う
、
な
ど

）

③
次
に
、
「
分
別
」
「

廃
棄
」
「
処
分
」

段
階
で
、
ど
こ
か
改
善

で
き
る
点
は
な
い

か
検
討
し
ま
し
ょ
う

。
（

分
別
・
リ
サ
イ
ク

ル
す
る
、

リ
サ

イ
ク
ル
可
能
な

業
者

を
探
す
、

な
ど

）
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

４．環境配慮活動を進めるために 

～取組の進め方とツールの活用～ 

（
　
　
　
　
　

　
）

（
　
　
　
　
　

　
）

（
　
　

　
　
　
　
）

（
　
　
　

　
　
　
）

分
別
カ
テ

ゴ
リ

（
　
排

出
量
　
）

院
内
の
保

管
場
所

（
　
保
管
形
態

　
）

廃
棄

物
の

種
類

と
排

出
量

保
管

場
所

と
保

管
形

態

処
分
方
法

（
　
業
者
名
　

）
収

集
運
搬
業

者
名

収
集

運
搬

・
処

分
方

法
（

中
間

・
最

終
）

と
処

理
業

者

処
分
方
法

（
　

業
者
名
　
）

収
集
運
搬
業
者

名
※

リ
サ

イ
ク

ル
等

備
　
考

委
託

処
理

費
用

（
　

　
　

　
　
　
千
円
）

委
託

処
理

費
用

（
○

○
○

○
千
円
）

（
　
　
　
　
　

　
）

（
　
　
　
　
　

　
）

（
　
　

　
　
　
　
）

（
　
　
　

　
　
　
）

委
託

処
理

費
用

（
　

　
　

　
　
　
千
円
）

（
　
　
　
　
　

　
）

（
　
　
　
　
　

　
）

（
　
　

　
　
　
　
）

（
　
　
　

　
　
　
）

委
託

処
理

費
用

（
　

　
　

　
　
　
千
円
）

（
　
　
　
　
　

　
）

（
　
　
　
　
　

　
）

（
　
　

　
　
　
　
）

（
　
　
　

　
　
　
）

委
託

処
理

費
用

（
　

　
　

　
　
　
千
円
）

（
　
　
　
　
　

　
）

（
　
　
　
　
　

　
）

（
　
　

　
　
　
　
）

（
　
　
　

　
　
　
）

委
託

処
理

費
用

（
　

　
　

　
　
　
千
円
）

（
　
　
　
　
　

　
）

（
　
　
　
　
　

　
）

（
　
　

　
　
　
　
）

（
　
　
　

　
　
　
）

委
託

処
理

費
用

（
　

　
　

　
　
　
千
円
）

②
廃
棄
物

排
出
実
態
把
握
用
フ
ロ
ー
（
記
入
用
）
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

４．環境配慮活動を進めるために 

～取組の進め方とツールの活用～ 

＜参考＞マテリアル・フロー分析 

取組推進においては、トップダウンでの組織的な取組も重要ですが、各部門のスタッフが現場での

活動について自ら考え知恵を出し合うことが、実質的な取組を継続していく鍵となります。 

そのためには、廃棄物の排出実態などを医療機関全体として把握するだけではなく、組織内のどの

部門で、どのような製品や物質を、どのような形態で使用したことで、環境負荷が発生しているかを

把握することが重要となります。 

現場に携わるスタッフが自らの活動と向き合うための情報を整理する手法の一つとして、「マテリ

アルフロー分析」が挙げられます。 

 

マテリアル・フロー（物質フロー）分析とは、ある系に投入される資源やエネルギーと、系から産

出される製品、副産物、廃棄物、汚染物質などについての収支バランス（マテリアル・バランス：物

質収支）を体系的・定量的に把握するものです。 

先に示した廃棄物排出実態把握用フローは、産出・排出の部分に着目した場合のアプローチの一つ

で、ここでは廃棄物として排出される物質を包括的に捉えることで、廃棄物の処理段階における実態

と課題を抽出するための手法として紹介しています。 

しかし、マテリアルフローの全体像を把握し分析するためには、産出・排出側の経路だけでなく、

投入側、すなわちどのような物質や製品などが事業活動の中で使用されているかを把握することも重

要となります。投入側の情報を整理することにより、仕入れ段階や使用段階における課題などを抽出

することができ、川上での根本的な対策を検討することが可能となります。 

マテリアル・フローをとらえるには、納品書などの伝票類が情報源となりますが、廃棄物削減など

環境対策を考えるには、事業所全体だけではなく、各部署や部門ごとのマテリアル・フローを把握す

ることが重要となります。これは、各部署・部門における使用・消費形態の違いによりとるべき対策

が異なるからです。 

医療機関における廃棄物対策に視点を置いたマテリアル・フロー分析を考えてみると、投入側（薬

剤や医療材料、紙類等ＯＡ関連の消耗品などの納入情報から投入量を把握）、産出側（感染性廃棄

物、産業廃棄物、一般廃棄物などの種類別排出量を把握）のそれぞれを把握し、各部門で投入（使

用）された物の経路と廃棄物を結び付ける作業を行うことにより、その収支バランスを作成すること

が重要となります。 

 

医療器具・材料

医療機器

医薬品

OA機器

事務用品

食　　材

エネルギー、燃料

水、ect.

診察部門

看護･介護部門

リハビリ部門

検査部門

薬剤部門

厨房部門

事務部門

施設管理部門

物量換算
（㎏、㍑など）

患者
在宅医療

分別
感染・非感染

感染性廃棄物

産業廃棄物

一般廃棄物

一般廃棄物

非感染性
廃棄物

感染性
廃棄物

投　入 産　出

医療器具・材料

医療機器

医薬品

OA機器

事務用品

食　　材

エネルギー、燃料

水、ect.

診察部門

看護･介護部門

リハビリ部門

検査部門

薬剤部門

厨房部門

事務部門

施設管理部門

物量換算
（㎏、㍑など）

患者
在宅医療

分別
感染・非感染

感染性廃棄物

産業廃棄物

一般廃棄物

一般廃棄物

非感染性
廃棄物

感染性
廃棄物

投　入 産　出

 
 

このようなマテリアル・フローの全体像を把握することで、様々な環境負荷を低減させる方法を見

いだすことが可能となります。エネルギー面に着目した場合、環境負荷低減と省エネ対策を見いだす

エネルギー・フロー分析を行えます。また、コストを対応させることで環境負荷削減と費用対効果を

高める運営方法を考察するといった、マテリアル・フロー・コスト分析（マテリアル・フロー・コス

ト会計）を行なうことも可能で、より効率的な事業運営に役立てることができます。 
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

４．環境配慮活動を進めるために 

～取組の進め方とツールの活用～ 
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

４．環境配慮活動を進めるために 

～取組の進め方とツールの活用～ 

【ＳＴＥＰ３ 行動】 ③事業系一般廃棄物の分別のススメ 
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

４．環境配慮活動を進めるために 

～取組の進め方とツールの活用～ 

【ＳＴＥＰ３ 行動】 ④分別に関する院内掲示（参考例） 

資源化ごみ

リサイクル

ここに分別されたものは、

されます。

ここに分別するもの（代表的なもの）

【紙類】
○紙くず（ティッシュや食品の包装等）
○紙製品（紙コップなど）

【木くず】
○割り箸、爪楊枝

【軟質プラスチック】
○インスタント食品の容器(中身なし)
○コンビニ弁当の容器(中身なし)
○お菓子の袋などのビニール(中身なし)

※具体的な処理ルート、処理方法を記載

例）○○処理場で破砕、圧縮された後、△△工場で固形燃
料として加工され、エネルギーとして利用されます。

処理費用は、

燃やせるごみの

約0.7倍です

 

 

感染性廃棄物

焼却・埋立

ここに分別されたものは、

されます。

ここに分別するもの（代表的なもの）

【液状・泥状のもの】
血液、体液、血液製剤、臓器等

【鋭利なもの】
注射針、メス、カミソリ、アンプル、
ガラスくず等

【固形状のもの】
血液等が付着したガーゼなど固形状の
もの

※具体的な処理ルート、処理方法を記載

例）○○処理場で焼却された後、△△処分場で埋め立てら
れます。

処理費用は、

燃やせるごみの

約7.5倍です
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

～具体的な取組の効果をさらに高めるために～ 
 

 

 

 

 

 

 

～具体的な取組の効果をさらに高めるために～ 

 

このガイドブックでは、環境保全のための取組の事例を一つずつ紹介しました。 

環境配慮活動は、その取組によって効果も様々で、一つの取組を実施することによっ

て、複数の効果が得られるものも数多くあります。それぞれの取組がどのような環境負荷

削減効果やその他の効果があるのか、あるいは、特定の環境負荷に対して、その削減に有

効な取組は何なのか、ということを把握することにより、事業活動で発生する環境負荷の

実態に応じて、より少ない取組で効果的な環境負荷削減を行うことが可能となります。 

ここでは、ガイドブックで取り上げた具体的な行動が、それぞれどのような環境負荷削

減に有効であるのか、コスト削減の効果があるのかどうか、といったことについて、一覧

で示しました。具体的な取組を検討する際の参考としてください。 

 

また、システム機器の導入や院内ルール等の整備を行うことにより、複数の取組を実施

するのと同様の効果を実現することが可能となります。 

 

■システム機器の導入 

コジェネレーションシステムなどのトータルエネルギーシステムを導入することによ

り、熱回収率を向上することが可能となり、回収した熱を蒸気や温水として利用すること

で、エネルギーロスを低減することができます。また、ロスが減ることで、二酸化炭素の

発生抑制や大気汚染物質の発生抑制にも効果がありますし、エネルギーコストも節減でき

ます。冬期間にエネルギー消費のピークを迎える北海道においては、電力と熱の同時供給

を行うコジェネレーションシステムは、効率の良いエネルギーシステムと言えます。 

このようなシステム機器の導入については、一定程度の投資が必要となりますが、有効

に利用することができれば、投資に見合う以上の効果を得ることも可能です。 

 

■院内ルール等の整備 

また同時に、環境マネジメントシステムの導入や、それに準ずる院内ルールの整備は、

それ自体は環境負荷削減に直結するものではありませんが、構成員の意識を明確にし、取

組の実効性を高める効果が期待できます。 

特に、ごみの分別やリサイクルなどのソフト的な取組については、「誰が」「どのよう

な場面で」「何をするのか」といった具体的なルールをどれだけスタッフをはじめとする

関係者にしっかりと理解してもらうかが重要となります。 

具体的な行動に応じた明確なルールづくりを行うことで、取組の実効性が高まるととも

に、スタッフの環境意識も向上し、より高いレベルでの環境配慮活動へとつながっていき

ます。 
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Ⅱ編 具体的な行動事例 

～具体的な取組の効果をさらに高めるために～ 

■具体的な取組と環境効果の対応表 

【表の見方】 

■具体的な行動事例に対応する環境効果等

に○をつけています。 

■取組にあたり、一定程度の費用が必要と

考えられるものに○をつけています。 

■システムやルール等を導入することによ

り、カバーできる具体的な行動に○をつ

けています。 

掲
載
ペ
ー
ジ 

二
酸
化
炭
素
の
削
減 

資
源
の
有
効
利
用 

廃
棄
物
の
排
出
抑
制 

大
気
汚
染
の
防
止 

水
質
汚
濁
の
防
止 

騒
音
・
振
動
の
防
止 

そ
の
他
の
公
害
の
防
止 

そ
の
他
の
環
境
配
慮 

費
用
削
減 

要
費
用 

水
循
環
・
再
生
利
用 

ト
ー
タ
ル
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム 

自
然
・
未
利
用
エ
ネ
ル
ギ
ー 

リ
サ
イ
ク
ル
・
リ
ユ
ー
ス 

Ａ．全ての部門に関連する取組項目（オフィス関連） 

 院内でのエネルギー節約 22 ○ ○ ○   ○ ○

 自動車の適正な利用 23 ○ ○ ○ ○   ○ 

 緑化・植樹 25  

  周辺地等の緑化・植樹への協力 25 ○ ○ ○ ○  ○ 

 環境に配慮した商品の導入 26 ○ ○  ○   ○

 節水・水の効率的な利用 26 ○ ○ ○  ○  

 用紙の節約 29 ○ ○ ○    

  裏紙の再利用の徹底 29 ○ ○ ○    ○

  種類に応じた適切な分別 30 ○ ○ ○    ○

 その他廃棄物の適正処理 31 ○ ○ ○    ○

 環境負荷を踏まえた製品の選定等 31 ○ ○     ○

Ｂ．複数の医療関連部門の活動に関連する取組項目 

Ｂ－１ 感染性廃棄物に関する基礎知識の修得、及び適正な分別・管理 

 医療機関から発生する廃棄物の適正な分別・管理 34 ○ ○     ○

 在宅医療廃棄物の適正処理に向けた情報提供 35 ○     

Ｂ－２ 医療系機器等の利用に関する省エネルギーの取組 

 医療機器等のエネルギー使用量の削減 36  

  機器の利用にかかるエネルギー節約 36 ○ ○ ○   ○ 

  省エネルギー型の医療機器等の選定、導入 36 ○ ○ ○ ○  ○ ○

Ｂ－３ 医薬品、薬剤等の適正な管理 

 医薬品、薬剤等の管理 37 ○ ○    

  薬品管理システムの導入 38 ○ ○ ○   

Ｃ．各部門に代表される環境配慮の取組項目 

Ｃ－１ 診療部門 

 再利用、リサイクル可能な医療資材の導入検討 39 ○ ○  ○   ○

Ｃ－２ 看護・介護部門 

 作業時の騒音の抑制 40 ○     

Ｃ－３ リハビリ部門 

 ※Ａ．Ｂの取組項目を参考として検討 40  

Ｃ－４ 検査部門 

 ※Ａ．Ｂの取組項目を参考として検討 40  

Ｃ－５ 放射線部門 

 乾式現像機器の導入 41 ○ ○ ○  ○   

 フィルムレス化の検討 41 ○ ○ ○  ○   

 放射線関連装置の適性利用 42 ○  ○   

Ｃ－６ 薬剤部門 

 患者への適正な服薬促進 43 ○     
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～具体的な取組の効果をさらに高めるために～ 
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Ｃ－７ 栄養・厨房部門 

 エネルギー使用量の削減 44 ○ ○   ○ ○ 

 省エネルギー型の調理機器の選定、導入 44 ○ ○ ○    

 ごみの排出抑制、リサイクル 45 ○ ○ ○    

Ｃ－８ 施設管理部門 

 全般的な管理項目 46  

  計測・記録の実施状況の確認 46 ○ ○   ○  

  機器の保守管理・補修 47 ○ ○   ○  

  更新時の省電力機器の導入 47 ○ ○   ○  

  病院の省エネルギー改修 48 ○ ○ ○   ○  

  低負荷運転時の運転台数制御 48 ○ ○ ○ ○  ○  

  負荷平準化対策 48 ○ ○ ○ ○  ○  

  省ｴﾈﾙｷﾞｰ、新ｴﾈﾙｷﾞｰ等設備の導入 49 ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

 空調・冷凍設備、ポンプ・ファン、コンプレッサ等の管理  49  

  自動制御設備の導入 49 ○ ○ ○ ○  ○  

  廃熱の利用 50 ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

  その他省エネ設備の導入 50 ○ ○ ○ ○  ○  

  適正な圧力設定と圧力損失の低減 50 ○ ○ ○   ○  

  保冷・冷凍設備の管理 50 ○ ○ ○   ○  

  外気冷気の活用 50 ○ ○ ○    ○ 

 ボイラー、蒸気系統、熱交換器等の管理 51  

  適切な空気比、蒸気圧力の設定 51 ○ ○ ○ ○   ○  

  外壁面、配管等からの熱損失の低減 51 ○ ○ ○ ○ ○  ○  

  廃熱の回収、利用 51 ○ ○ ○ ○ ○  ○  

  アキュムレーターの設置 51 ○ ○ ○ ○ ○  ○  

 受変電設備、電動機、照明の管理 52 ○ ○ ○ ○  ○  

 設備機器の導入、更新、設定 54  

  電気機器等の節電モード設定 54 ○ ○ ○   ○  

  自動販売機利用の適正化 54 ○ ○ ○     

  空調の使用時間や範囲の設定 54 ○ ○ ○     

  低公害車の導入推進 55 ○ ○ ○ ○ ○    

 節水設備等の導入、更新 56  

  受水タンクや配管等の保守点検・改修 56 ○ ○ ○ ○  ○   

  節水コマの設置 56 ○ ○ ○  ○   

  元栓での水量の調整 56 ○ ○ ○  ○   

  節水タイプの製品の導入 56 ○ ○ ○ ○ ○   

 廃棄物の適正処理 57  

  ごみの減量、圧縮 57 ○ ○ ○ ○    

  感染性廃棄物の高圧蒸気滅菌処理 57 ○ ○ ○ ○ ○    ○

 有害物質等の管理 58 ○     

 大気汚染の防止 59 ○     

 水質汚濁の防止 59  

  自主管理基準などによる排水水質の管理 59 ○     

  グリーストラップの設置 59 ○ ○    

 騒音・振動の防止 59  

  騒音・振動発生設備の適切な管理 59 ○     

  低騒音型設備の採用 59 ○ ○    
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 悪臭の防止 59 ○ ○  ○   

 その他法規制の遵守 60 ○  ○   

 地下タンク等の定期的な機密点検 61 ○  ○   

 シックハウス対策の実施 61 ○  ○   

Ｃ－９ 事務部門 

 緑化・植樹 62 ○ ○  ○   

 用紙の節約 63  

  印刷・コピー利用者及び枚数の管理 63 ○ ○ ○ ○   

  グループウェアの導入による院内文書の電子化 63 ○ ○ ○ ○   

  データベース等の利用による文書の電子化 64 ○ ○ ○ ○   

  排紙回収箱の効果的な設置 64 ○ ○    ○

  個人情報・電算データ等書類の再生紙原料としてのリサイクル 64 ○ ○    ○

 その他廃棄物の適正処理 65 ○ ○ ○    ○

 無駄のない購入計画 65 ○ ○ ○    

 広報等における用紙節約 65 ○ ○ ○    

 総合的な廃棄物管理 66 ○ ○ ○    

 推進体制の構築 68  

  環境への取組の推進体制の構築 68 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     

  環境マネジメントシステムの認証取得 68 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   

 環境教育の推進 69 ○     

 環境コミュニケーション 70 ○     

 外部への情報発信 70  

  ホームページによる情報発信 70 ○     

  環境報告書による情報発信 70 ○  ○   

注）二酸化炭素の削減には、植林等での吸収･固定量の増加による環境中の二酸化炭素量削減効果を含めています。 




